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会議に付した案件 

 （１）第８４号議案 市道路線の廃止について 

 （２）第８５号議案 市道路線の一部廃止について 

 （３）第８６号議案 市道路線の廃止について 
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             排水対策の推進に関する陳情 
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 （７）所管事務調査 

     暫定リサイクル施設の設置から現在までの経緯について 
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午前 ９時３０分 開議 

○委員長（関田 貢君） ただいまから平成20年第７回東大和市議会建設環境委員会を開会いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（関田 貢君） 第84号議案 市道路線の廃止について、第85号議案 市道路線の一部廃止について、

第86号議案 市道路線の廃止について、以上３議案を一括議題に供します。 

  お諮りいたします。 

  以上３議案の審査に先立ち、これより現地視察を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  それでは、これより現地視察を行います。よろしくお願いいたします。 

〔 現地視察 〕 

○委員長（関田 貢君） 現地視察により路線の状況を確認いたしましたので、これより審査を行います。 

  初めに、第84号議案 市道路線の廃止について及び第85号議案 市道路線の一部廃止について、以上２議案

を一括して審査をいたします。 

  以上２議案につきましては、既に本会議において提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに質疑を行

います。 

○委員（吉野 孝君） 向原の都営住宅の中にある市道路線が廃止されるということで、今回外周道路との交換

というような説明がされていたんですが、それはやはり面積は同等にして、外周道路のほうにその分を足して

いくというようなことなんですかね。 

○土木課長（木村哲夫君） 廃道の面積、今回の路線の総面積と外周道路のうち同等面積、同面積を交換いたし

ます。残りの外周道路の分につきましては、東京都より市のほうに寄附されるという計画でございます。 

○委員長（関田 貢君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  第84号議案 市道路線の廃止について、本案を原案どおり可決と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、よって、本案を原案どおり可決と決します。 

  採決いたします。 

  第85号議案 市道路線の一部廃止について、本案を原案どおり可決と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし〕と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、よって、本案を原案どおり可決と決します。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（関田 貢君） 次に、第86号議案 市道路線の廃止についてを審査いたします。 

  本案につきましては、既に本会議において提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに質疑を行います。 

○委員（吉野 孝君） 今回の市道路線の廃止ということで、これは宅地開発が行われる中に市道路線が入って

いる状況の中で、この宅地開発の中での民間との市道について寄贈し合うというような説明がありました。新

たにできる道路については行きどまりということで、これが先ほどの説明では認定外道路だということなんで

すが、この認定外道路についてのちょっと説明を──その後については、先ほどの説明では認定外道路であっ

て行きどまりであると。そして、その管理については市が行うというようなことの説明があったと思うんです

が、これで間違いはないんですかね。 

○土木課長（木村哲夫君） 認定外道路の御説明でございますが、認定外道路につきましては、今回と同じよう

に宅地開発等指導要綱にのっとりまして、建築基準法、都市計画法の中で合法的に築造されております道路で

ございますが、行きどまりであるために道路法の認定基準に合わないものを認定外道路として市のほうで維持

管理しております。取り扱いにつきましては、市道と何ら変更はございませんが、認定基準に合わないための

認定外道路ということになっております。 

  ちょっとつけ加えさせていただきますと、市の認定基準、取り扱いの内規というものがございますが、それ

に適合しないことから認定外道路として扱うということでございます。 

○委員（吉野 孝君） 認定外道路ということで言えば、この市道路線としての番号がつかないと。しかし、や

はり管理については市が管理すると。そして、今回の宅地開発に伴って行きどまりの道路については、開発業

者がこれを寄贈するという形でいいんですか。寄贈というか、どう言ったらいいんですかね、帰属ですか、

ちょっとそこら辺。 

○土木課長（木村哲夫君） 都市計画法におきます帰属ということになります。 

○委員長（関田 貢君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  第86号議案 市道路線の廃止について、本案を原案どおり可決と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、よって、本案を原案どおり可決と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（関田 貢君） 次に、20第17号陳情 大和通り（青梅街道）の大雨、集中豪雨のたびの道路冠水及び

家屋浸水の防止と、排水対策の推進に関する陳情、本件を議題に供します。 

  朗読いたさせます。 
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○議会事務局次長（西永宣昭君） 朗読いたします。 

  20第17号陳情 大和通り（青梅街道）の大雨、集中豪雨のたびの道路冠水及び家屋浸水の防止と、排水対策

の推進に関する陳情 

○委員長（関田 貢君） 朗読が終わりました。 

  質疑を行います。 

○委員（押本 修君） 今議会での一般質問で取り上げさせていただきましたので、ここでは私は細かい質疑は

とりあえずいたしませんので、この問題に対して今すぐにでも取りかかっていただける対策、それから陳情に

もあります抜本的な対策を講じていただきたいということとして、将来的に解決に向けた対策をどうとってい

ただけるのか。また、管理する東京都のほうへどんな形の要請をしていただけるのか。これについて御説明を

お願いいたします。 

○建設環境部長（並木俊則君） それでは、私のほうからは中長期的な対策というふうな部分でお話をさせてい

ただきます。 

  まず、その前にすぐにでもというところの部分でございますが、その部分につきましては、排水管の清掃、

あるいは集水升の清掃等、そういうものがございます。この12月議会の補正予算で、仲原排水管の清掃という

ことで550万円の予算を議決いただきましたので、早速、仲原排水管の清掃に取りかかりたいというふうなも

のを持っております。 

  中期的、長期的なものでございますと、今後検討には大分時間はかかるかもしれませんが、周辺の地下貯留、

あるいは地下浸透施設等のそういったものの検討、もっと長期になりますと公共下水道の雨水の整備の計画、

まだ計画もこれからでございますが、その後の整備に結びつくようなものが必要というふうなことで、抜本的

なものについてはそのような考えを持ってございます。 

  以上でございます。 

○総務部長（氏井 博君） 当面の対策と、それから東京都の対応につきまして御説明をさせていただきたいと

思いますが、東京都につきましては、本会議で答弁させていただきましたように、地元商店会、あるいは自治

会の方から要望がございましたので、東京都のほうに早速──これは北北建でございますが、当日市長も行く

予定だったんですが急な来客があったものですから、私のほうから市長の強い要望を伝えて、抜本的な対策は

今建設環境部長のほうから話がありましたが、それにしてもここはかなり大がかりなものになるものですから、

当面例えば都と私どもと協力し合って一つの考え方、例えば浸透升とか、あるいは貯留管とか、いろいろ方

法はあるかと思うんですが、その辺を双方で協議しながら何か暫定的でもいいから対策が講じられないか。

また、地元の方が要望に見えますので、その辺も相談に乗ってほしいというふうに申し入れたところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員（押本 修君） それから、もう一つだけ伺います。 

  ある一定以上の雨が降ったときの水かさが増したときに、通りを車が通ることによる波による二次的な被害、

これについて警察と通行どめに関しての協議をしていただきたいというお話を先日もさせていただいたんです

けども、その辺についてもう一度確認したいと思います。 

○総務部長（氏井 博君） これにつきましても、本会議のほうで私のほうでお約束させていただきました。地

元商店会さんから詳しい資料をいただいておりますので、それを持参いたしまして、警察のほうとお話しした
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いと思っていますが、何分今は議会中なものでございますから、議会が終了次第、私のほうで警察のほうに

行ってきたいというふうに考えてございます。 

○委員（吉野 孝君） この問題については、私も７年前の議会の中でも雨水対策について取り上げた問題だと

か、今回の議会でも雨水対策については取り上げました。その中で、雨水の問題について新河岸川との関係、

要するに東大和市に例えば50ミリの降雨量があったときに、それに対応できてないというのが今の実態だと思

うんですね。それで、空堀川のほうに流すけれども、実際は流せないから途中で管を絞ってしまうと。そして、

さらにその奥のそれを流すところの新河岸川のほうも対応が十分できてないと。 

  今回の東京都が総合治水対策協議会というのを設けた中で、この年次の計画というか、新河岸川の中で50ミ

リ対応にしていくという目標を掲げていますよね。これはおおむね大体10年だということで、この目標年次が

もう決められているわけですけれども、現在の進行状況を見ると50％をまだちょっと超えたところではないか

と。しかし東大和市の空堀川のほうでは、50ミリ対応になってないというのが今の実態じゃないかと思うんで

すが、この辺について、東大和市に降った雨量に対して空堀川、そして新河岸川のほうがどういう対応になっ

ているのか、その関係についてちょっと説明してください。 

○建設環境部長（並木俊則君） 現在東京都のほうで東大和市域内を流れております空堀川の整備を行っており

ます。これにつきましては、整備計画は１時間に50ミリの雨量の対応というふうなことで、整備工事は進めて

いるところでございます。現在吉野委員おっしゃったように、下流の埼玉県の新河岸川のほうの整備がおくれ

ておりまして、そちらの整備の状況に──下流ですから、私ども上流は合わせる部分がございまして、新河岸

川の整備が完了するまでは、空堀川の50ミリの整備は行っておりますが、30ミリの対応しかできないというの

が現状でございまして、今河川の整備は50ミリで行っておりますが、下流の関係で30ミリ対応というのが現状

でございます。 

  以上でございます。 

○委員（吉野 孝君） 今回の陳情の中でも、陳情の理由の中に指摘されている、これはもう既に21年前に東京

都議会の中にこの雨水の問題について、甚大な被害をこうむっているという状況の中で、そうしたものが出さ

れていました。今回の先ほどの対策が抜本的でも、また応急的な措置であっても、この50ミリも対応できない。

今回８月に起こったのは70ミリですから、これに対応するというのはなかなか難しいと思うんですが、しかし

現在は30ミリ対応で東大和市の雨量がそれしか処理能力がないと。こういうことであれば、この陳情の趣旨で

言っている早急に抜本的な対策を講じてほしいという、この陳情の趣旨には合わないんだと思いますね。ここ

に対しては、どういうふうな形で抜本的な対策を早急に実現しようとしているのか。これについて、もう

ちょっと具体的に説明をお願いします。 

○建設環境部長（並木俊則君） いろいろな整備計画を持っているわけですが、まだ長期にわたるものがあると

いう中で、先ほどもお話し申し上げましたけれども、今現状、私どもで処理施設を持っている部分、この部分

については維持管理を徹底するということの中で、先ほど申し上げましたように、道路排水管、そちらのほう、

あるいは集水升等の維持管理に努めたいというふうなことでございます。それは、点検、清掃等というふうな

具体的なことになります。 

  それと、先ほども総務部長からお話がありましたように、都道、青梅街道が通っておりますので、東京都と

連携をとりまして、中期的なものであります浸透井、あるいは浸透施設の部類、貯留槽のことも含めまして、

早急に話をしながら早期の対応策を練っていきたいというふうな考えでございます。 
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  以上でございます。 

○委員（吉野 孝君） この新河岸川の流域の総合治水対策協議会というのが設けられて、この中で言われてい

る内容というのが、浸水被害をなくすためにということで、現在、国、東京都、埼玉県、こうしたところで一

刻も早く災害のない総合治水対策を推進することが大事だと。こうした中で流出を抑える施設の設置がここで

もうたわれているんですよね。これは私、ちょっといつの資料かわかりませんけども、大分古いんだと思うん

です、新河岸川流域総合治水対策協議会というのがあるわけですよね。この中で訴えられているのは、洪水時

に雨水を一時的に貯留する貯留調整池のタイプだとか、雨水を地下に浸透するタイプ、こうした流出を抑える

ものを、ここでもう言われているんですよね。 

  それとあわせて、雨水の地下浸透処理方式についてもこの中でうたわれています。例えば、敷地内に設置し

た浸透施設を使い地下に浸透させるというようなことも書いてあります。さらに、武蔵野台地というのが、よ

く言われています関東ローム層という層があるために、これの関東ローム層そのものが箱根の噴火によって火

山灰がそれに積み重なったと。このローム層そのものというのは、極めて水をよく吸う性質を持っているとい

うことで、これは協議会がこの浸透方式、そうした処理の方法についてやはり推進していこうというようなこ

とも書いてあるんですよね。こういったことが私も先ほど言ったように、７年前にこの問題を──雨が要する

に屋根にも降るところはタンクにためようと。庭に降ったものについては浸透升というような、そういうこと

で自分たちの敷地の中で処理をしていこうと。 

  ここでちょっとお尋ねしたいんですが、現在道路に降った雨水は何ミリの対応であるのか。まずその状況を

ちょっとお聞きします。 

○土木課長（木村哲夫君） 道路の設計上におきましては、道路に入っております排水管関係は50ミリの降雨量

に対応したものということで設計しております。 

○委員（吉野 孝君） この雨水対策というのが大変あれはちぐはぐな状態で、道路については50ミリ対応で、

道路に降った部分については対応できるんだと。しかし、それを流すところが空堀川のところについては、空

堀川そのものが30ミリ対応になっているために流せないから、そこで絞るんだということですね。さらに、新

河岸川のほうでも50ミリの対応がまだまだ進まないと。これはやはり先ほど言ったように国の問題、それから

東京都、埼玉県だとか、そういうところが進んでないということだと思うんですね。そうすると、私は宅地に

降った雨水が結局はやはり道路のほうに流れてきて、50ミリで対応している道路がほかから入ってくるために、

60ミリないしまたそれぐらいの量が道路のほうに出てくると、これで対応ができなくなると。 

  私は、やはり総合的にこれを考えていかないと、道路だけが50ミリ対応で川がまだ30ミリだと、こういうこ

とで抜本的な対策にもならないし、そして私はこれを今回の陳情の中にもありますように、早急な抜本的な対

策にはならないと。そして、ここの地元の人たちも21年前からこの問題を取り上げていたわけですよね。何ら

私は行政側のほうとして、国に対して、そして東京都に対しても、それから東大和市でも現在の30ミリ対応を

50ミリにするのにどうするのかと。実際には、敷地の中に降った雨量をどういうふうに処理をするのかという

ことも、何ら手を打ってこなかったんだと思うんです。その点については、具体的に敷地の中に降った雨につ

いてどういうような対応をされてきたのか、それをお聞きします。 

○総務部長（氏井 博君） 敷地内に降った雨については、本会議のほうでも建設環境部長のほうから答弁させ

ていただいたと思うんですが、例えば開発時に浸透トレンチとか、あるいは浸透升、それの設置をお願いした

り、あるいは一般住宅についても雨どいから落ちた水を浸透升をつけていただくようなお願いをしているとこ
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ろでございます。 

  それから抜本的な対策につきましては、吉野委員もおっしゃいましたように、新河岸川の問題等もございま

すので、先ほどお話ありましたように他県との問題、それから国あるいは東京都の問題等もございますので、

先ほど申し上げましたように、できる限り機会をとらえて東京都のほうに推進をお願いしていくと同時に、協

議会のほうでもその辺を強く要望していただきたいというふうには考えてございます。 

○委員（尾崎信夫君） この大和通りの問題は62年から、もう本当にさまざま東京都にも要請されているわけで

すけれども、まず基本的に都道、青梅街道の雨水の処理というのは、東京都はどういう考えを持っているのか。

基本的にはやはり都道の雨水浸透升等、これ昔のものなので、どの程度の排水量がここに入るのか、この問題

がどうなっているのか、ちょっとお尋ねしておきます。 

  それからもう一つは、３・４・26号線がここで来年度ぐらいまでには開通するわけですが、これは新たに道

路ができるわけですので、この雨水管が、現況多分高木橋に流れ込むようになるんだろうと思いますが、路面

上は市民ホールから南に下っているわけですけども、雨水管がどういう状況になっているのか。これ要するに

大事なのは、大和通りに一番接近するところから逆に雨水管で高木橋のほうに持っていけるならば、大分違う

のではないかということが考えられるわけです。 

  それからもう１点、それからこの地域、または新堀地域が今ある現況の空堀川とのレベルがどういう状況に

なっているのか。これはもうサイホンの現象ですから、水は低いところにしか流れないわけですから、流れな

いところに何かをするか。もう一つは、その地域に流れてくる水を対処するしかないわけですので、これらを

どうするのかという問題があるんだと思いますが、この３点について。 

○総務部長（氏井 博君） 最初の御質問については、先ほど東京都のほうに要望に行ったということでお話し

していますが、そのときのお話で東京都の考え方としては、一つは東大和市は公共下水道事業、分流でやって

おりますので、その雨水管の埋設等があると思うんですね。それが抜本的な対策の一つだと思います。ただ、

それは大きな事業でございますので、早急に取り組むというのはなかなか難しいところがございます。 

  それから、他市からの合流の問題もございますので、私、今の仕事の前にそれは担当していたんですが、東

京都のほうに流域下水道としてその辺を対応してもらえないかということを再三要望してございます。そうす

ることによって事業の促進が図られるのかなというふうには思っています。それが抜本的なところですね。 

  先ほど申し上げました暫定的なものについてはどうかということで、この前要望に行ったときに、先ほど

ちょっと申し上げましたように、貯留管とかそれから浸透升、その辺のところで暫定的な措置ができないかど

うかということでお話をさせていただきました。そのときには、要望に行って明快な答えはいただけませんで

したので、今後も建設環境部とも足並みをそろえて東京都と暫定的な措置として何ができるかというのは、こ

れから協議してまいりたいというふうに考えています。 

○土木課長（木村哲夫君） ２点目にお尋ねの都市計画道路３・４・26号線の排水管の件でございますが、確か

に３・４・26号線につきましては、ハミングホールから青梅街道の交差点に向かいまして、道路の勾配的には

南勾配になっております。ただ排水管につきましては、逆に交差点部分から尾崎委員おっしゃられたとおり、

北勾配で最終的には高木橋から空堀川のほうに流れるという系統になっております。 

  続きまして、次に空堀川との高低差の関係でございますが、今回お話のあります大和通り、南街地区、東大

和市駅ぐらいの高さ的な問題であれば、今現在の空堀川寄りも若干駅のほうが高いのではない……。今ちょっ

と申しわけございません、正式な図面がありませんので何とも言えないんですが、新堀３丁目のほうへ行きま
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すと、川の高さと地盤との高さがほとんど同じぐらいになってしまうんですが、南街地区の大和通り付近です

と若干、空堀川の水位というか、通常の河床よりも大和通りのほうが高いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎信夫君） もう一つは、青梅街道の話が出ないので、ちょっと青梅街道、都道を東京都はどういう

管理をしようとしているのか。基本的にはやはり都道、この青梅街道自身を例えば浸透用の舗装、それから今

ある都道の雨水管、これ雨水管で流すだけじゃなくて浸透升にしてもらって浸透させることを考えないと、流

しただけでは無理なわけですので、この辺は東京都とどう協議してやっていくかというのは私は大事だと思う

んです。やはり、この目の前の青梅街道が何らかの処理がなされてないことに大きな問題があるわけですので、

これをどうするか。当然それは東側のほうが低いわけですから、流れちゃうのは事実ですけども、都道で受け

とめなければ、都道の水が全部商店に入っていってしまうわけですから、ここの処理をどうするかが大事な課

題なわけですから──東京都は多分、都道だからうちはやりませんと言うんでしょうけども、雨水管をいけろ

とは言わないけれども、浸透升ぐらいはいけたっていいんじゃないかと思うんです。そんなに金がかかる話

じゃありませんから、１基せいぜい200万円から300万円かければできる話ですから、これを幾つつくるかが問

題になると思いますので、これらをどう対処するかが一つの私は東京都としての責任という部分で、そこは協

議を進めるべきではないかと思うんです。 

  それからもう一つ、この青梅街道の水や、この周辺の水が雨水管の切り回しは新堀のほうへ回っているんで

すよね。今現在の26号線の排水管はつながってないんですね──そこの確認。当然考えられるのは、新堀まで

流れた水がいっぱいになって、徐々にたまってきてここまで来てあふれ返る。当然流れなければ雨水管から吹

き出してくるわけですから、そういう現象が現に起きているんじゃないかと思うんですけど、この辺はどうな

のかをお尋ねします。 

○総務部長（氏井 博君） では１点目のお尋ね、東京都の考え方でございますが、先ほどちょっと申し上げま

したが、具体的にこういう方向でいくというふうな回答はいただいておりません。しかし、先ほど申し上げま

したように、要望に行く際に、手元にございますが、地元の商店会さんがこういうふうなアンケートとか、い

ろんな調査をしていただいておりますので、その資料は全部持ち込んで、今回の１時間72ミリというのは予想

をはるかに超える雨量でございましたが、今までも何回かそういうふうな──そこまでいかなくてもそういう

ふうな被害があったわけですので、東京都としても早急に具体的に打てる手を講じてほしいというふうに申し

入れてございますが、まだ先ほど申し上げましたように、具体的にこうしましょうとか、今尾崎委員がおっ

しゃいましたような、例えば浸透升とか、そういう具体的な方法についてはまだ回答がございませんので、先

ほど申し上げましたように、建設環境部と協力しながら東京都と具体的な方策について、対策を講じていきた

いというふうには考えてございます。 

○土木課長（木村哲夫君） 先日の一般質問のほうでもちょっとお答えしたんですが、南街地区の排水の系統で

ございますけれども、まだ富士見通り、南街交番あたりの排水につきましては、青梅街道を北へ北上しまして、

東大和病院のところで今度東へ入りまして、その系統で宮前一の橋から流れる系統がまず１路線ございます。

先ほど御説明しました３・４・26号線の関係で、現在工事中の、青梅街道との交差点付近から高木橋のほうへ

流れる系統。あともう１本が東大和市駅の付近、南街地区の南部、南のほうですね、ここの排水を全部取り込

みまして、用水北通りを東へ行きまして、旧東部地区の区画整理事業区域内を経まして、最終的には市道13号

線で溢水してしまいます新堀の区域の排水管と上仲原公園の北側で合流しまして、1801号線から上砂二の橋で
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放流されるという基本的には３系統がございます。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎信夫君） 今の26号線の雨水管はもうつながっているわけですか。現在26号線はまだつながってい

ませんけれども、雨水管はもう既に青梅街道からホールを通って高木橋につながっているんですか。 

○土木課長（木村哲夫君） 今現在流れてはおりませんけれども、管自体は既にもうつながっております。（発

言する者あり）ですから今工事中の、集水升に入る部分につきましては流れてしまいます。 

○委員（尾崎信夫君） 今回はそれは稼働しなかったんですか。今回の８月31日の雨では稼働したのかどうなの

かということです。 

○土木課長（木村哲夫君） ８月31日の雨の時点では、まだ工事に入っておりませんので稼働はしておりません。 

○委員（尾崎信夫君） それではこの26号線の雨水管というのはどのくらいの大きさが今考えられているのか、

これをちょっとお尋ねします。 

  それから、東京都は雨水管はやらないですよね、雨水対策は、川はやっていますから、多分東京都はそうい

う考えを示すんだろうと思います。だけれども、例えば新青梅街道でさえ雨水管は入れてませんから、全部こ

れ道路を、市道を伝わって空堀川に流れているのが現状です。だから、例の72ミリ降ったときも、道路を伝

わって空堀川に流れ込むという状況になっているわけです。だけれども、東京都がこの道路管理の中で、特に

そういうところ、地域については特定の部分で考える必要があるんじゃないかと。特に今回みたいなこういう

ことがあったところについては、大きな貯留槽をいけろったって、それはすぐにできる話ではないので、もっ

と１年やそこらでできるような対策を講ずるんであれば、要するに都道に流れてきた雨水を受けとめることを

やはり東京都に考えてもらわないことには、私はこれ処理できないんだと思っているんですよ。都道には何か

入っているんですか、これ雨水管、青梅街道、大和通りは。 

○土木課長（木村哲夫君） まず青梅街道の排水でございますが、青梅街道につきましてはＵ字溝のふたがけと

か、排水管が入っております。（尾崎信夫委員「どの程度ですか」と呼ぶ）ちょっと大きさ的には……。歩道

に左右といいますか、入っている管かＵ字溝が入っております。場所的には、一部は１号線のほうでは500ミ

リの管が入っている部分もあるということでございます。最終的には今尾崎委員おっしゃられたとおり、南街

の交番付近と、これははっきりしたあれは言えないんですが、わからないんですけれども、いなげや付近で市

道のほうの排水管のほうへ接続されているんではないかというふうに思われます。 

○委員（尾崎信夫君） これはやっぱり抜本的に──青梅街道のこの部分というのは、ある意味では低い地域と

言っても過言ではない場所ですよね。要するに、いずれにしたって用水北通りを通っていくにしたって、新堀

から来る雨水管とぶつかって流れないわけです。結局流れないことがなぜかというと、上砂一が絞り込んでい

るという原因で全部流れなくなってしまう。要するに、空堀川が満水になればサイホンの現象で一緒なんです。

もう護岸の位置まで来たらば流れませんから、幾ら雨水管がどんなでっかい雨水管をつくったとしても、当然

それは流れないのが現状なんですから、これらの本当の本来的な対策をするためには、どこかほかに切り回し

て水を流す、上流部分に流していくか、ないしはその中で受けとめることを考えなければ、この地域、幾らど

んな対策をしても私はできないんだと思っているんです。 

  であるならば、この地域近くに、例えば向原団地の広場、今度公園をつくるところがあるわけですから、そ

ういうところに貯留槽をいけるなりしないと、ため込まなければ多分これ抜本的な対策にはならないんだと思

うんですけど、この辺はどうなんですか。長年、前の部長さんはお住まいというか、この地域にいらっしゃっ
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たわけですから、よく御存じかと思うんですけど、基本的には水が流れないところを何とかしなきゃいけない

わけですから、となるならば、そこにためるか、そこで浸透させるか、こういう方法でしか対策は講じられな

いんじゃないかと思うんですけど、どうですか。用水北通り、常に雨があふれているわけですから、雨水管

あっても、500ミリあっても流れないわけですからね。 

○建設環境部長（並木俊則君） 今尾崎委員おっしゃいました向原団地の建て替えに伴っての部分についてでご

ざいますが、今東京都と建て替えについて、その後の民活導入のことについて、随時協議をしている段階でご

ざいますが、今回の８月31日のゲリラ豪雨、集中豪雨に伴いまして、当然のごとく、向原団地の今後の民活導

入等につきましては、自区内処理を徹底的に行っていただきたいというのが私どもの考えでございますし、そ

の中で今回の経緯を踏まえまして、それとは別に南街地域の雨水対策に何か対応できるものがないかというこ

とで、東京都のほうにももう既にお話をしているところでございます。具体的に今尾崎委員がおっしゃったよ

うに、浸透井とか、地下の貯留槽とか、そういう話は持ち出してはいますが、なかなか東京都のほうも部局が

違いまして、すぐに対応というような状況ではございませんが、引き続き粘り強くそういうお話もさせていた

だくというのが一つでございます。 

  それと抜本的な対策でございますが、先ほど総務部長からお話がありましたが、公共下水道の雨水の部分に

ついてでございますが、ことしも立川市と武蔵村山市、そちらの雨水もですね、私どもの雨水計画を持った中

では、一部分で──２市の部分も当市の管、あるいは──を通って空堀のほうに流すというところもございま

して、これにつきましては、立川市にあります流域下水道本部、東京都のほうの都市整備局に３市でいろんな

状況をもって話をして、東京都で流域下水道として管を入れてもらえないかということで、今引き続きお話を

している最中ということで、その辺のところの状況もございますので、いろんな策が考えられますが、早急に

そういう大きなものができるという状況は、まだ具体的にはお話できないのが状況でございます。 

  以上でございます。 

○土木課長（木村哲夫君） 都市計画道路３・４・26号線の排水系統でございますが、今まで市民ホールから約

200メートルぐらい南側で道路がとまっておりましたが、前年度までですが、ここの管につきましては900ミリ

の排水管が入っております。今年度、３・４・26号線築造しております部分につきましては、この北側900ミ

リからの接続でいきますと、まず350ミリの排水管が青梅街道との交差点の方向へ、まず道路センターに入り

ます。それから左右にその排水管は分かれまして、道路の縁石下に250ミリの管が２本埋設する予定でおりま

す。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎信夫君） 基本的にはそれらはあくまでも外周であって、この大和通り商店街にとっては、それは

余り影響ないんです、雨水に対しての対策にはならないんです。なぜならば、この青梅街道の雨水排水の仕方

をどうするかが基本的な問題だと思うんですよ。これはやはり東京都ともっとしっかり協議を進めて、何をす

べきなのか。結局商店のお店に入ったという水は、道路からしか入らないわけですから、他を回って入るわけ

じゃないですよね、お店は道路に接続しているわけですから、道路の水がお店に流れ込んでいるんです。 

  ということは、この大和通りの青梅街道の雨水をどうするか、今のＵ字溝だけで果たして保てるのか。50ミ

リ対応とか30ミリ対応を都道して、特に大和通りについてはどう考えるかを、やはり基本的にこれは東京都と

折衝しなければ私はならないんだと思うんですけど、どうなんですか、これは。ここが大きな課題だから、結

局、お店に全部水が入ってしまう。これ他の一生懸命排水管で処理したって、何の影響も私はないんだろうと
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思うんですよ。今の話し聞いていれば、Ｕ字溝──雨水管は入っているんですか、幾つ入っているんですか。

それが詰まって吹き出して、流れ出しているということはあるんですか、今回の現象の中で。 

  それと、基本的な都道、青梅街道、いわゆる南街交番から東大和市駅の間の大和通りの道路自体の排水をど

うするかが、処理の仕方が今求められているんだと私は思いますので。Ｕ字溝だって、これは到底無理ですか

ら。 

○総務部長（氏井 博君） 先ほどから答えさせていただいていることと尐しダブってしまうかもしれませんけ

ど、尾崎委員がおっしゃるように、やはり72ミリは予想外としても、今までも何回か先ほどもおっしゃいまし

たように、そういうふうな災害が出ておりますので、それを何とかしなきゃいけないというのは、私どもも重

要な仕事だと思っておりますし、東京都自身も暫定的な何か措置がとれないかというのは、当然それは考えら

れているところだと思います。ここで、こういう方法がありますというふうには申し上げられないのは、先ほ

どのような状況でございますので、まだ東京都からその返事をいただいておりませんので具体的には申し上げ

られないんですが、その実情は私どもも認識しておりますし、東京都のほうも認識しておりますので、この前

要望にもありましたが、一度だけの要望で済むというふうには思っておりませんので、先ほど申し上げました

ように、建設環境部と協力しながら東京都に何か方策がないのか、尐しでも緩和できるような方法がないのか、

その辺は強くこれから要望して協議していきたいというふうに考えてございます。 

○委員（尾崎信夫君） ぜひですね、北北建だけ行ったってしょうがないんで、東京都、特にこれはどこなんで

すか、管理している部署に、やっぱりしっかり協議していただいて、東京都全体から考えれば恐らくこの地域

のことに東京都は余り目が向かないんだと思いますので、でもそうは言ったって現実もう62年からこういう状

況になっていることがあるわけですから、既に請願が出されているわけですので、これらが抜本的に解決され

てないということの問題を、私は市として東京都に対ししっかりやるべきだと思うんですけど、これをやらな

きゃ、これ幾ら何だかんだ言って他の方策を考えたとしても、この都道から流れる水をどう処理するかを考え

なければ、抜本的な解決にはならないんですので、これを目に見えるような形で、例えば浸透升をいけるとか、

そういうこともやらなければ私はならないんだと思うんですが、どうでしょうか。 

○総務部長（氏井 博君） 先ほど申し上げましたように、北北建には私が参りました。一応私どもの窓口は北

北建でございますので、先ほど申し上げましたように、ちょっと当日あいにく市長は行けませんでしたが、私

のほうからは行っております。この前、自治会さん、あるいは商店会さんに市長が会ったときに、市長のほう

からも東京都の本局のほうに要望していきたいというふうにお話をしてございますので、今尾崎委員おっしゃ

いましたように、北北建だけではなくて本庁のほうに、多分議会が終わり次第、市長の日程がとれるかと思い

ますので、市長にまたお約束どおり行っていただけるように、またお話しさせていただいて、その際には市長

のほうから強く要望していただきたいというふうに考えてございます。 

○委員（尾崎信夫君） 理事者のほうから全然答弁がもらえてないんですけど、しっかりやる気があるのかない

のか、しっかり見えないので、これ前に建設部長もおやりになっていたわけですし、やはりよくこの状況は長

年御存じのはずなんですよ。これだけ70ミリとはいえ大変なあれだった、70ミリですから。だけれども、基本

的に今まで何の対処もしてこないからこういう結果になってしまっているわけですから──この被害たるや甚

大なもの、特に厳しい経済状況下の中でこういうことが起きてしまったということは、やはりしっかり対策を

真剣に取り組んでいかなければ、市は何しているんだという話になりますから、どうなんでしょうか。 

○副市長（小飯塚謙一君） 尾崎委員が言うとおり、私も地元をよく知っております。そして、前から大雨が降
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ると大和通りは冠水をするというような状態でございます。そういう中で、要するに空堀川の整備というのが

最終的に50ミリ対応ということですが、再々申しているとおり新河岸川、下のほうが要するに整備をやってお

りませんので、流すには当面30ミリ対応とそのような形で、整備は50ミリですけど流すためには30ミリという

ことでございますので、まだまだ時間がかかると思っております。 

  そういう中で、大和通りそのものが今冠水していますので、当面、要するに大和通りの道路で浸透升、浸透

井、そういうものをつくって受け皿をまずつくらないと抜本的対策はできないというふうに思っておりますの

で、先ほどから部長等が話しているとおり、東京都、北北建、そういうところには強く要請をしたいというふ

うに思っているところでございます。 

○委員（尾崎信夫君） それから、上砂二の橋の空堀川に接続する部分が800ミリに縮めてあるわけですけど、

この雨水管の丸型ではなくて角型にするなりして接続の方法を私は変えなければ、空堀川は流れているわけで

すから、流れに乗って流せるように、もう尐し角型で広げる方法をぜひ東京都と協議してもらいたいんです。

これをやれば尐しは雨水の流れは変わるんだろうと思いますので、これを抜本的にどうするか、ここが一番の

課題ですから、これを流せれば何とかなるはずなんで──それとさっき言った高木橋、それから宮前一の橋に

合流している部分をどうしていくのかということが、この辺は護岸まで上がらないわけですから、十分流れた

ものはどんどん流れていくと思いますので、ここで抜本的に考えなければならないと思っておりますので、そ

れらの対策ができるかどうか、今答えろと言っても難しいので、ぜひその対策もお願いしたいと思います。 

○委員（中村庄一郎君） この件につきましては、先ほど来より他の委員からいろんな意見も出ていますし、ま

た一般質問でもされた方いらっしゃいますけれども、実際にここの商店街の問題じゃないんですね。要するに

もう21年も前から都市基盤整備をきちっとどういうふうに考えてきたかという、こういう問題にも至ってくる

んじゃないかなと思うんですよね。やはりその間市としても、東京都、それから市でもどういう対応をしてき

たのかと、こういう問題も大きな問題があると思うんですね。特に都市基盤整備なんていうのは、やっぱり非

常に長いサイクルがかかってくるというのはわかっているわけですから、そこのところは早くのうちの治療方

法をどういうふうにしていくのかなというのを考えるべきだというふうに思っているわけです。 

  そういう中で、今技術的な問題もいろんな話も出ていますけども、実際に私もこの状態になったときの数日

後にちょっとお伺いさせてもらったりしたんですけども、いろんな幹線道路ができることによって、先ほどか

らＵ字溝の問題とかいろいろ出ていますけど、そういうところの排水問題なんかが非常に単純に、その部署、

部署だけで考えられているという部分って結構あるみたいなんですよね。ですから、あるお宅に行ったら、今

までは大雨が降っても水がすぐに流れちゃったんだよというような場所があるわけですよ。ですから、それは

やっぱり行政側と東京都と市民の意向を聞く場を設けていただいて、それで部署、部署でいろんな部分の場所、

場所の対応の仕方をよく検討した上で、技術的なものは、それは技術的なものですから東京都と話してもらい

たい。 

  それと東大和市の対応として、まず他の委員の一般質問の中でも言っていましたけども、ここにも書いてあ

りますけども、雨水の波でさらに浸水の被害がふえたと、こういうことすごくあるわけですね。それで、ここ

のただいまいただきました資料の内容等を見ますと、土のうだとか、防水板、これも一般質問の中で言って

らっしゃいましたよね。これは、21年もたっていながら61％の人がないと言っているんですよね。土のうだと

か防水板なんか、もう65％の人が持ってない。ですからこういう部分が、もうこういうところの──21年前の

こういう陳情が上がった時点で、なぜ東大和市がひとつそういう部分の対応をしてこなかったのかなというふ
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うにも思うわけですよ。 

  やっぱりこれはここの場所だけに限らず、都市基盤整備というものはサイクルも非常にかかってくるもので

もあるわけですから、そこのところを今回は特に東京都のほうとよくいろいろ検討していただいて、実際に現

場をよく見ていただいての対処の方法、これをしていただきたいというふうに思います。 

○総務部長（氏井 博君） 市としては、今土のうをつくって対応させていただいておりますが、いずれにして

も先ほどから繰り返しになりますが、東京都と市と協力し合って、何とか長年の課題ではございますから、何

とか対策が講じられるように、今後も協議を重ねていきたいというふうには考えてございます。 

○委員（粕谷久美子君） 他の委員からもさまざま質疑がありまして、都との交渉が一番大きいというようなと

ころもあります。交渉していく中で、まだ抜本的に改善されるということは早急には難しいという状況で、暫

定的な取り組みということが先ほど排水管の清掃等、述べられていたんですが、今後すぐ改善されるわけでは

ないので、また雨量というのがふえるという状況も考え得るので、その後のきょう以降というんですか、やは

り雨対策に関して、地域の方たちが陳情を出されたように、すごく不安を抱えていらっしゃると思いますので、

その後の対応というのをしっかり考えていかなくてはいけないと思うのですが、その辺地域と対応していく中

で、行政は今後どういうふうなことを考えていらっしゃるか。今までと同じようなだけでは今回のような状況

になってしまうので、その後のところというのを何か考えがあれば、市民の方たちも安心されるのではないか

と思うので、抜本的な改善の前にというところでお願いします。 

○総務部長（氏井 博君） 一つは先ほど申し上げましたように、市が備えている土のうについては、土のうも

用意してありますというふうなＰＲもできると思います。それから東京都の何か方策、あるいは市の方策が具

体的になってきましたら、工事のお知らせとか、そういうこともできると思います。いずれにしても、先ほど

から何回か申し上げておりますように、やはり長年の課題でございますので、変化があり次第、それらは何ら

かの方法でお知らせしなきゃいけないというふうには思っています。粕谷委員おっしゃるように、地元にお住

まいの方は大変長年御苦労されているわけですし、御心配になられているわけですから、それらをお知らせす

るような状況ができたときには、何らかの方法でお知らせしていきたいというふうに考えてございます。 

○委員（長瀬りつ君） 浸水被害のアンケートを全部読ませていただきました。一番多かったのが南街通りの一

時的な通行どめの実施ですよね。それがなされなかったというところで、雨水の波による被害が増大したとい

うことと、あそこには長く住んでいらっしゃる方が多いんですけれども、局地的な豪雨だったので知らなかっ

たという、そのために被害が、水が入ってきたという方もいらっしゃったわけですけど、そういうことも考え

ると、今局地的な短時間豪雨の予測技術というのはかなり向上していますので、浸水情報、道路状況を、今私

たちが安心安全メール、不審者情報をいただいていますけど、携帯端末に即伝えられるようなシステムの整備

ということも、あわせて考えていただけないのかなというふうに思います。 

  とにかくすぐできる、当然抜本的なものは並行してやっていただかなきゃいけないんですが、すぐできると

いうところでは通行どめの対策をどうするのかということと、それから先ほど12月補正で、排水管の清掃をし

ますとおっしゃっていましたけれども、清掃してどのぐらい効果があるものなのかどうなのか、先ですぼまっ

ているわけですから、効果があるものなのかどうか。逆に定期的に計画を立てて順序立てて清掃、点検、やっ

てこなかったんでしょうかね。補正をとったということは、ここでですよね（発言する者あり）前倒しでした

わけですか。であれば、もう尐しきめ細かく順序立ててやっていただけないものなのかどうか、その辺を伺わ

せてください。 
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○総務部長（氏井 博君） １点目の車による波の浸水でございます。 

  確かに道路冠水しまして、そこを車が通りますと車によって波によって浸水していく、家屋のほうに、それ

は当然予想できることでして、しかしなかなか主要路線を通行どめにするというのは、警察のほうもいろいろ

難しいところがあるみたいです。冒頭で申し上げましたように、繰り返しになりますが、地域の方のアンケー

ト等、報告書をいただいておりますので、先ほどお約束しましたとおり、警察のほうに議会が終わり次第、こ

の実情をもう一度お話をさせていただいて、その辺の改善策があるかどうかというところを含めて協議してま

いりたいというふうに考えております。 

  情報システムについてもお尋ねございましたが、ちょっと私どももそれらをできるだけ早くお知らせして、

被害をできるだけ尐なくするということは大事なことだというふうに思っていますので、今このように技術が

進んでおりますので、有効的な情報システム、それからそれが市としてどういうふうにできるかということも

含めて、ちょっと調査研究をさせていただきたいというふうに考えております。 

○建設環境部長（並木俊則君） 仲原の排水管の清掃の件でございますが、今回12月の補正で議決いただきまし

た部分、550万円については前倒しで至急行いたいという部分でございまして、私どもの計画では仲原排水管

の堆積物の清掃につきましては、21年度から３カ年ということで、21、22、23年度で総事業費ですと2,000万

円以上超える部分でございますが、その部分を今回の緊急対策事業ということで12月補正に前倒しで計上した

部分でございます。雨水排水管等、あるいは集水升等については、定期的に点検、清掃というのは行っている

状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） 通行どめですけど、本当に短時間じゃないですか。この間の雨も１時間ぐらいの間だっ

たわけですから、その辺は水防本部は随分早くに立ち上げられたようですけれども、そういうところとの関係

で警察ときちっと、本当の短時間でいいわけですから、その辺のところは対処はきちっと行政と警察とで話し

合いをやっぱりしていただかないと、ここの要望が一番多かったように私はアンケートを見させていただいて

そう思いましたので、ぜひやっていただきたい、すぐできるような方法、方策を考えていただきたいというこ

とと、それから情報を伝えるシステムの関係ですが、例えば冠水した道路に入っていった車が動けなくなって

しまうということもあるわけですよね。そうすると、また別の被害も出てきますので、そういった意味では調

査研究というか、きちっとできるというふうに私は思っていますので、調査研究ではなくて、早急にできる範

囲で考えていただきたいというふうに思いますがいかがでしょうか。 

○総務部長（氏井 博君） 今２点ほど御質問いただきました。 

  １点目の通行どめについては、先ほどのお答えとダブってしまいますが、警察のほうと──その辺は警察の

権限でございますので、市の実情等、あるいは現状を強く訴えまして、今後とっていただけるような方策につ

いて、早急に話をさせていただきたいと思います。 

  それから、情報システムにつきましては、ちょっと情報システムとしては違うんですが、対策本部がしかれ

ますと人海戦術で市道のほうには、この先が冠水しているので通行できませんという、例えば職員が立ったり、

あるいは立て看板を立てたりはしております。それ以外に何か補えるような方法が──それはこれからもずっ

と続けていくつもりでございますが、それらを補えるような方法が何かあれば、その辺については調査研究し

ていきたいというふうに考えております。 

○委員（尾崎信夫君） 土のうの話なんですけど、いつも市の職員が砂を袋に詰めてという対策なんですが、こ
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ういうゲリラ豪雨のときには、もうその場になければだめなんですよね。今は水を含めば土のうになるやつが

ありますよね、１体2,000円かそこらするんですかね。これ緊急の問題として、例えばそういうものをもう商

店街の方々に貸与するとか、水が流れない防水板、こういうものの工事を具体的に市は──こういう地下のあ

るところなんていうのは、そういうものがなければもう完全に無理です。水を含んで土のうになるやつという

のはあるんですよね。それらをちょっと研究して、いざこういうときには市役所から詰めて持っていったって

時間なんか間に合いませんよ。台風とかいうんで、これから来るよというならあれですけれども、そういうこ

とを考えないと、これ多分本当の緊急対策ってできないんだと思いますので、防水板とか、それから水を含む

と土のうが大きくなるやつがありますので、それらをちょっと研究してもらって何らかのことを考えたらどう

なんでしょうか、いかがでしょう。 

○総務部長（氏井 博君） 土のうにつきましては、今尾崎委員がおっしゃいましたように、袋の中に砂を詰め

たものを市が常備してございまして、それを持っていくということで対応させていただいております。今御提

案のありました水を吸うと土のうの役目を務めるというのは、それは研究させていただきます。 

  それから、それを配備できるかということになりますと、ちょっと財政的な問題もございますので、それは

どういう範囲で──どのくらいの単価でどういうものなのか、まずその辺を私のほう申しわけありません、そ

の辺の知識がないものですから、それは早急にどういうものがあるかということは調べさせていただきたいと

いうふうに考えております。（発言する者あり） 

  防水板についても当然、御提案いただきました土のう──もう一度言わせていただきますと、土のうと防水

板、あるいはそのほかにも簡易に、あるいは早急に対応できるものがあるかどうか、その辺については防災担

当のほうとちょっと調べてみたいというふうに考えてございます。 

○委員（吉野 孝君） 東京都の総合治水対策協議会というのが発足したのが昭和55年です。これから考えると

もう28年、約30年近くこの協議会が行われて──ここでお聞きしたいのは年次の目標として、おおむね10年を

年次として決めると。内容については整備の内容、これは目標年次までに50ミリ程度の降雨量に対する治水安

全度を確保するというようなことが、この整備目標のところに書かれています。この中に、またさらに書いて

あるのは、将来100年に一度程度の洪水に対処可能な治水施設の整備というようなことが、この目標に書かれ

ているわけですが、この新河岸川についてはいつ50ミリ対応の整備が終わるのか、１点目ですね。 

  それから二つ目は、空堀川の現在30ミリ対応になっていますが、これが50ミリにできるのがいつなのか。 

  また、現在の道路が50ミリ対応ということで、各家庭から出てくる降った水が道路のほうに流れ込むという

ことですが、これについて先ほど答弁の中で、新築住宅については指導として雨水升を設置してもらうという

ことをお願いしているということを言われたと思うんですが、これについては全体の戸数に対して雨水升がど

の程度設置されているのか。要するに戸数ですよね、新築だけですよね。既存の住宅に対してはどういう対策

をしようとしているのか、そのことについてまずお尋ねします。 

○建設環境部長（並木俊則君） 御質疑、４点いただいたと思います。順次お答えしたいと思いますが、まず埼

玉県側の新河岸川の整備の年度でございますが、いつまでということの年次は私どもには示されている状況は

ございません。いつまでに完了というような、そこまでの具体的なお話を聞いている部分はございません。 

  それと空堀川でございますが、それに伴いまして整備計画は50ミリでございまして、現在の30ミリというの

は暫定ということです。暫定というのは、当然のごとく今申し上げました下流区域、埼玉県側も含めまして、

新河岸川の整備等が整った段階で50ミリの対応をいつかというのも、まだ示されているところではございませ
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ん。あくまでも現在の30ミリは暫定ということでございます。 

  それと下水道の関係でございますが、新築をされる家屋につきましては、下水道課のほうにそのようなこと

で来られた方については、当然のごとく自区内処理ということのお話をした中で、浸透升の設置をお願いして

いるところでございます。ちょっと建設については今手元に資料がございませんので数字等はわかりませんが、

現在下水道課のほうの窓口で新築家屋については対応している。既存の家屋でございますが、これにつきまし

ては自区内処理については、いろいろとＰＲをしていかなきゃいけない部分ございますが、これは今後の課題

というふうに認識してございます。 

  以上でございます。 

○委員（吉野 孝君） 新河岸川の対策協議会の中に書かれている内容では、整備計画の改定が行われて、平成

17年にこの改定が行われているんです。この中で目標年次については、おおむね10カ年というふうに書いてあ

るんですね。ということになると、平成17年にこの改定がされて、おおむね10カ年で言えば平成27年というこ

とになるんじゃないかと思うんですが、そうしてみると50ミリ対応というのが新河岸川については、もう当然

整備が終わっているという状況じゃないんですか、一つには。 

  ちょっとその点と、それとあわせて下のほうが解決しなければ、空堀川のほうがならないということじゃな

くて、これはいずれにしたって整備がちゃんといつまでに終わるのかということをしないと、今回のこの陳情

の趣旨で言っているのは、抜本的な対策を講じてほしいと言っているんですから、具体的に流す川が対応がで

きてないと言うんだったらできないわけじゃないですか。だから、これを具体的に示さないと抜本的な対策が

いつまで続くのかと。これだって、また21年間続くのかということになってしまいますので、だからここのと

ころは新河岸川がどういう年次計画を持って、いつまでに対応するのか。空堀川についてはいつ対応ができる

のか。それによって、やはり現在雨水管を縮めているのを広げることはできるわけですから、だからそこのと

ころがまず役所側のほうとして、具体的に目標値を知らないというのはどういうことなのかなと。 

○建設環境部長（並木俊則君） まず、先ほどの自区内処理の浸透升の設置の関係でございますが、一般質問で

もお答えをした数字でございますが、ここ４年間で申しわけないんですが、17年度から20年度までで約4,000

戸ほどやっていただいています。世帯にしますと１世帯４カ所、四隅となりますので1,020世帯ということで、

手元に資料がなかったもので申しわけありません。 

  それと新河岸川の整備の計画でございますが、東京都の総合治水対策協議会の中では、吉野委員おっしゃっ

たように、最終の改定が平成17年３月31日に改定した部分でございますが、目標年次については、そこからお

おむね10カ年というふうになっておりまして、おおむねでありますのでいつまで年度がというのは、先ほど示

されてないというのは、その部分でございます。当然、整備計画でございますので、その年度、年度の予算化

のこともございますし、進捗状況というのもございますので、あくまでも計画でございますので、余り大幅に

おくれるようであれば随時見直しがかかるでしょうし、私どもお伺いしているのは17年の改定の部分では、今

後おおむね10カ年でというところまでが示されているというところで認識しております。 

  以上でございます。（発言する者あり） 

○委員（吉野 孝君） 他の委員からの不規則な発言ということで、いろいろと一般質問の延長じゃなくて、先

ほど私が言ったのは現在の新築の住宅に対して、先ほど全体の要するに東大和市の戸数全体の中で、どれぐら

い占めているのかということですよね、一つに私が言ったのは。それで、それが既存の住宅に対してどうなの

かということと、それからもう一つ質問しますけども、具体的に新築住宅に対しては雨水升を設置しろという
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ことで指導はしますけども、既存の住宅に対しては、雨水升の設置というのが東大和市にはないと思うんです。

26市の中で、そうした雨水升を設置するのに市の補助があるというのが、これも具体的に言っていただきたい

と思うんですが、そうした雨水対策というのが他市では行われていると思うんですが、東大和市ではされてい

ないということを、ちょっと明確にしていただきたいと思うんです。 

○下水道課長（池谷 一君） 浸透升が設置されている家庭でございますが、先ほど申しましたように新築住宅

については約1,000世帯と。全体では世帯が３万2,000ということでございますので、30分の１ぐらいの割合で

はないかと思っております、17年度からの４年間でですね。 

  それで、浸透升の補助の関係にいたしましては、近隣の26市の状況でございますが、浸透升の設置に対して、

自治体が補助をしている市は19市と、設けてない市が７市というふうな状況でございます。 

○委員長（関田 貢君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  20第17号陳情 大和通り（青梅街道）の大雨、集中豪雨のたびの道路冠水及び家屋浸水の防止と、排水対策

の推進に関する陳情、本件を採択と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、よって、本件を採択と決します。 

  ここで、午後１時30分まで休憩いたします。 

午後 ０時 ７分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 １時３３分 開議 

○委員長（関田 貢君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、20第19号陳情 不況から地元中小業者の窮状の打開へ向けた緊急の取組みを求める陳情、本件を議題

に供します。 

  朗読いたさせます。 

○議会事務局次長（西永宣昭君） 朗読いたします。 

  20第19号陳情 不況から地元中小業者の窮状の打開へ向けた緊急の取組みを求める陳情 

○委員長（関田 貢君） 朗読が終わりました。 

  質疑を行います。 

○委員（吉野 孝君） 今回のこうした不況のもとでの仕事不足というか、そういう中小業者の皆さんの置かれ

ている状況については私もよくわかります。そうした中で、今回の陳情の１項目で言われているゼロ金利の融

資というのが、これはもうちょっとあと具体的に報告してほしいんですが、不況対策として緊急の経済対策が
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東大和市では打ち出されましたので、その内容については後でまたお願いします。 

  それから、この中で発注、仕事を前倒しにしてほしいという２項目ですが、こうしたことだかと、それから

現在ある住宅・店舗リフォーム助成制度の改善を望んでいるわけですよね。この中では、例えば増築への対応

ということで、これもリフォームの中に入れてもらえないかというようなことだと思うんです。今回のこの増

築の問題についても、私はやはりリフォームというのも増築ということがあるのではないかと、ひとつ一環で

はないかと。そういう点では、こういう形での助成制度による改善というのはできるのではないかと思います。

現在の住宅・店舗リフォーム助成の市の現在の予算、それに対する創出された建築総額、それによってどうい

う市内に仕事が具体的に金額として幾らになったのか、市の予算に対しての工事総額ですね、この辺について

お尋ねします。 

○産業振興課長（木下恒雄君） まず緊急経済対策のほうでございます。 

  こちらにつきましては、現在東大和市のほうにおきましては小口事業資金ということで運転資金、設備資金、

独立開業資金、それと不況対策特別運転資金というのがございます。こちらの今回の内容といたしましては、

この中の不況対策特別運転資金、これにつきましては、やはりこの経済情勢の中で販売額だとかそういった部

分が10％以上減尐している、こういった方が御利用いただけるものでございます。この不況対策特別運転資金

につきまして、来年の１月５日から３月31日までにお申し込みをいただいて、なおそれ以降でも結構なんです

が、信用保証協会のほうで保証の承諾が得られて融資が実行された方、その方の３年間に支払う利息につきま

して、従来ですと70％でありますが、これを100％、いわゆる無利子にしようということでございます。ちな

みに、この償還期間は５年間となっております。ということで、４年目からの分につきましては、これまでど

おり70％分については市のほうで補助いたします、こういった内容でございます。 

  それと、住宅・店舗リフォームのほうの予算額と工事金額、これにつきましては年度を追ってお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

  まず16年度でございますが、補助金の合計金額ということで633万円ほどでございます。件数としましては

119件ほどございました。工事総額としましては１億5,782万円ほどございました。17年度につきましては補助

金額が431万円で、件数といたしましては87件、工事金額が9,687万円でございます。18年度につきましては補

助金額が541万円、合計件数が81件、工事金額が１億3,784万円。19年度につきましては補助金額が553万円、

件数といたしまして87件、工事費総額としましては１億3,500万円ということになっております。こういった

ことで、この４年間の補助金額としましては2,158万円ほどになります。こういった中で、工事金額といたし

ましては５億2,700万円に上ります。したがいまして費用対効果といいますか、工事の創出という部分では補

助金に対しまして約25倍弱、こういった効果があったというふうにこちらのほうでは考えているところであり

ます。 

  以上であります。 

○委員（吉野 孝君） 他の市ではリフォーム助成というのが、１市はふえたところもあったようですが、他の

ところではやめているところというのは武蔵村山市がそうしたことではやめたという中で、こうした25倍もの

工事総額が出るという点では、大変よくこのリフォーム助成というのが、中小業者の皆さんの仕事をふやすと

いう点では本当に貢献しているなと思います。 

  20年度については、予算だとかというのがたしか補正か何かでかけたと思うんですが、それは具体的には幾

らぐらいなんでしょう。 
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○産業振興課長（木下恒雄君） 本定例会におきまして、御提案をさせていただいた内容でございます。 

  当初予算では480万円ほど住宅・店舗のほうは措置しておりました。こういった中で上半期の申請件数、あ

るいは申請金額、こういった部分が当初予定しておりました割合にしますと60％の件数であるだとか、金額に

して80％、こういった効率になりましたので、年度末までには大分不足するだろうということが考えられまし

た。そういったことで増額分としては172万4,000円、これだけ増額をさせていただきまして、20年度の最終的

な住宅部分につきましては652万4,000円、こういった額に補正をさせていただいたところでございます。 

  以上であります。 

○委員（吉野 孝君） 今回の陳情の項目にもありますように、東大和市はこういうふうにして補正予算までか

けて、そして増額をして、さらに市内の仕事をふやし中小業者の皆さんの仕事を確保するという点では、大変

大きな役割を果たしているという点では大変評価するんだと思うんですよね。他市はやめたり、また件数がふ

えていかないという状況の中で、大変私は東大和市は効果的にこの不況の中での仕事をふやすという点では進

んでいるんだと思います。 

  そういう点で今回の陳情の項目にありますように、まず公共事業だとか、施設の改良工事の前倒しの発注と

いう点は、ひとつどうなのかということですね、お尋ねしたいのと、それから先ほどもちょっと私言いました

けども、増改築への範囲を広げるという点でも、私はリフォームも一つの増築というのもあるんだと思います。

そういう点でいえば、そこまで広げていくことも必要なのかなというふうに思います。 

○総務部長（氏井 博君） 私ども契約の担当部でございますので、今の吉野委員の話から考えますと、今こう

いうふうな不況の中でございますし、地元業者さんが大変なことは十分認識してございます。そういう中で何

ができるかという話になりますと、例えば今年度予算化されているものをできるだけ早く、補助事業について

はそれぞれ手続がございますが、単費のものについてはできるだけ早く、年度内に発注するものについてはで

きるだけ早く発注行為をして、起工等を早く上げて、私どもそんなに契約事務を長くかけているというふうに

は認識してございませんが、それもできる限り短縮して、できるだけ早く発注できるようなそういう努力はで

きるというふうに思っております。 

○市民部長（北田和雄君） 住宅リフォームの増改築への対応でございますが、この事業は市の単独事業でござ

います。一般財源をすべて投入してやっている事業でございまして、現在の財政状況が非常に御承知のとおり

厳しい状況にはございますが、制度を始めた発端が建築業界の不況対策ということで始めた経過もございまし

て、また現在の経済状況はさらに深刻になっているということを考えますと、これは経済対策というような効

果も非常に高いということで、市長のほうもこれを続けるという表明をしております。そんな中で厳しい財政

状況もありまして、また補助金額が10万円を限度としております。増改築となりますと、工事費がかなりかか

ることもございますので、まず経済対策としての効果を考えますと、今ある制度をできるだけ皆さんに活用し

ていただくことによって、事業量の拡大を図るということで対応していきたいというふうには考えております。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） 陳情項目にあります１番のゼロ金利の融資ということは、不況対策特別運転資金のほう

でやっているというお話ですよね。 

  ２番目にありますいわゆる公共工事、施設改良工事等の前倒し発注ですが、先ほど総務部長からできるだけ

早く発注できるようにということで、可能なものがあるのかどうかということですね。 

  それと、それから３番目の助成限度額を見直し──つまり10万円が限度ですが、例えばこれを15万円とか、
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20万円とか、そういうことが考えられるのかどうか。今市民部長からは今ある制度を御利用していただいて、

拡充をというふうにおっしゃいましたけども、助成限度額の見直しについては考えているのかどうか。増改築

への対応についてもどういうふうに考えていらっしゃるのか、もう一度伺わせてください。 

  それから、制度内容の宣伝を強化してくださいというのは、これはすぐにでもやろうと思えば取り組めるも

のかなというふうには思いますが、その点についてと、それから４番目の投機マネー等々、国に要請してくだ

さいというのがありますが、自治体としてどこまでできるのか。市長会の対応なども、どんなふうに考えてい

らっしゃるのか伺いたいと思います。 

○総務部長（氏井 博君） 先ほど市の職員としてそういう心構えで仕事を進めていかなきゃいけないというこ

とを申し上げまして、具体的に以前と違いまして、なかなか工事関係がたくさんあるという状況ではございま

せん。いずれにしましても、ただそういう中でも額を問わず幾つかの工事があるわけですから、今できる努力

ということは、やはり先ほど私が申し上げましたように、同じ年度内でやるんでしたら、できるだけ早く発注

して、そういうふうなことにおこたえする。 

  それから、今後これからもいろいろな工事が行われるわけですから、それらについてもできるだけ早目に有

効にできるように、そういう意識を持って進めていくべきだろうというふうにお話をさせていただいたところ

です。 

○市民部長（北田和雄君） 住宅リフォームの補助額の拡大と増改築のことですが、先ほども御説明いたしまし

たとおり、非常に厳しい財政状況の中で単独事業でやっておりますので、まずは補正予算もとれたことですの

で、そちらの活用の拡大を図ることで対応していきたいというふうには考えております。宣伝強化でございま

すが、４カ月に１回は市報に載せておりますし、毎年建築関係４団体に案内パンフレットの配布などもやって

おります。今回補正が成立しましたので、１月15日の市報には早速この住宅リフォームの周知を図る記事を掲

載する予定でございます。 

  以上でございます。 

○副市長（小飯塚謙一君） ４番の投機マネーの関係でございますが、まず１点目の市長会の関係でございます。

市長会については、勉強不足で申しわけありませんが、特にこれだったというまだ動きはないように私は感じ

るところでございます。 

  それと全体的な関係でございますが、各市の動き等を調べた中で国等に要請していくことも一つの視野に入

れまして検討したいというふうに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎信夫君） まず、東大和市の小口事業資金がゼロで来年１月５日からという話で、今の説明では保

証協会の保証を得てということですが、これは市の小口事業資金でありますけども、今国の制度として10月31

日から緊急保証制度がスタートしておりますけれども、これらの状況がどうなっているのか。去年は185業種

で70％の保証であったものが、545業種から、その後追加になって618業種になっているわけですが、市内の業

者の中で対象にならないような業種があるのかないのか、この辺御存じであれば教えていただきたいことと、

さらにこの制度がスタートして、どの程度の今市内の事業者の方々がこれを利用されているのか。これ今回10

月に国民金融公庫、中小企業公庫等が合併して政策金融公庫になっておりますけれども、これら細かい業種、

いわゆる商店の方々もこの保証制度、国民金融公庫のほうにお願いしていた人たち、パーマ屋さんとか、小売

店、そういう方々もこの業種に対象になっているわけですが、それらの方々がこれに応募しているのかどうか。 
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  さらに、この応募に伴って、この小口事業資金のゼロ金利の無利子融資が一緒になって使えるのかどうか。

それと、今言われている貸し渋りがあるとか、貸しはがしがあると言われておりますが、その辺の状況はどの

ようにつかんでいるのか、お尋ねしたいと思います。 

  それから、あとここでいう２番の耐震化、バリアフリー化とか、温暖化対策に対する公共工事というんです

が、具体的にこういう工事が市内として今出ているのかどうか。 

  あと、最後の投機マネーの問題は具体的に悩んでいるところがあるのかどうか。現にガソリンも100円を切

るような状況になってきているわけですけども、軽油の値段が下がり切ってないという話は聞き及んでいます

が、どのような状況なのか、これを確認しておきます。 

  以上です。 

○産業振興課長（木下恒雄君） 小口事業資金の緊急経済対策のほうで幾つか御質問がございました。 

  国の緊急保証制度、この状況ということでございまして、対象にならない業種、これにつきましては、まず

信用保証協会の対象業種、保証の対象業種、こういった部分ではＮＰＯであるだとか、あるいは風俗営業、そ

ういった部分はまずは外れてしまいます。それと、あとやはり今回国の対策としましては、原油高であるだと

か仕入れ価格、そういった部分の仕入れ価格ですか、これが転嫁できない業種、そういった部分に限定されて

おります。そういった中で、当初は従来ですと185業種だったんですが、これが545になりまして、次に618に

なりました。12月10日には、さらに本日なんですが698業種、ここまで対象が拡大されたということでござい

ます。 

  次に、利用の状況ということであります。 

  これは市内の業者ということで、市内の事業者につきましては、これを利用する場合は市町村の認定を受け

なければならない。こういったことで、産業振興課のほうに認定証明書の申請がございます。この件につきま

しては、現在、本当につい先ほどということでは156件ほど出ております。約１カ月たったんですが、開始当

初につきまして、本当に１日10件ぐらいのペースで出てきました。ここのところでは若干その速度が緩まって

いるというような状況にございます。 

  次に、商店のほうで個人の商店であるかとか、市内の商店の方が対応しているのかどうか、この部分につき

ましては、やはり対象業種になられる方で産業振興課のほうに申請に来られている方もございます。ですから、

やはり小規模事業者、あるいは中小企業、こういった方が対象ということですので、先ほど対象外の業種以外

の方ですと御利用になれるということですので、金融機関だとかそういったところにも市のほうでも、できる

だけ速やかにそういう利用ができるようにということでお話をしておりますので、希望がある方については利

用しているということでございます。 

  あと、市のほうの緊急経済対策と国の緊急保証、そういったものが併用して利用できるのかという点でござ

います。 

  こちらにつきましては、まず制度が違いますので、両方を御希望になる場合は利用できるという形になりま

す。そういった中で、信用保証協会、保証枞ということで今回の制度の中では東京都のほうでも8,000万円ま

では無担保でお貸ししますという部分なんですが、決算の状況であるだとかそういった部分を総合的に見まし

て、保証協会のほうでは判断しているということでございます。例えば、先に国のほうの保証ということで御

利用になって、ある程度お借りしまして、また市のほうから市の制度により申請をした場合については、ある

程度必要だろうということで、いっぱいいっぱいということではなく、事業者の方が国のほうからはこういう
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部分をお借りして、市の制度でこういう範囲の中で利用したいということであれば、御利用いただけるという

ふうには思っております。 

  次に、貸し渋り対策ということであります。 

  こちらにつきましては、やはりいっとき新聞等でいろいろ貸し渋り、貸しはがし、こういったことが話題に

なっておりました。そういったことで、私どもも11月末に金融機関のほうと打ち合わせ会議を開催いたしまし

た。そういった中で市のほうからは、そういったことがこれまでもないとは思いますが、重ねてそういうこと

がないように、ぜひ御理解、御協力をお願いしまして、ぜひ東大和市の発展に御協力いただきたいということ

で要請をしている状況でございます。 

  あと原油価格といいますか、そういった部分、これにつきましてはガソリンということでも状況ということ

ではございます。そのガソリンの価格につきましては、たしか８月というころが一番ピークの状況に達しまし

た。それが、つい先ごろは８月ごろが185円ぐらいだったんですが、現在は110円前後、こういった数字になっ

ております。それと、あと軽油のほうにつきましてはちょっと把握してないんですが、あとそのもととなりま

す原油のほうでありますが、こちらもやはりかなりアメリカのほうのというんですかね、そちらのほうの市場

の中でもかなり上がっていたんですが、最近は下降ぎみだという状況にございます。細かい数字につきまして

はちょっと……。よろしいですか。 

○副市長（小飯塚謙一君） 投機マネーの関係でございますが、本来的には物の価格というのは需要と供給に

よってかかるのが通例だというふうに思っているところでございますが、今回いろいろ原油につきましては、

この投機マネーというんですか、その使用の量によるんではなくて、投機によって高騰を招いているというよ

うな状況でということは、私どもも理解しているところでございます。 

  以上でございます。 

○建設環境部長（並木俊則君） 20年度の耐震化の工事でございますが、既に第三小学校が完了しております。

その１校だけでございます。バリアフリー化の工事、直接的にバリアフリーと言えるかどうかあれなんですが、

歩道の段差改良工事、これについてはもう発注予定になっておりまして、近々発注する予定になっております。

温暖化対策工事については、20年度はこれに関する工事はございません。 

  なお、建設環境部所管の金額の大きいものの工事については、おおむねもう既に発注、あるいはもう完了、

工期も来年１月、２月ごろで終わるというもので、おおむねもう発注が終了しております。あとは３月までは、

単価契約の工事の部分が逐次状況を見て出てくるというような状況になっています。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎信夫君） 国の保証制度、これもっとやはり宣伝していただくことが大事かなと思っております。

特に、これ一般保証の8,000億円と、今回の8,000万円の保証が受けられるということになっているわけです。

担保がある人については、さらに２億円が可能となっているわけですから、金融機関もある意味では事業者に

対して──それからもう一つ、さっき原油価格だけと言っていましたけど、売り上げに関しても保証枞の対象

になっているんじゃないですか。２年前の状況と売り上げが下がっている業種に対しては、対象になっている

んじゃないですか、どうですかね、それ。 

  特に──ここが一番大事なところなんです。今の経済状況の中では、売り上げが減っていて厳しい状況のと

ころで、年末に向けて資金繰りができるようにという保証制度の枞なわけですから、これはやっぱりもっと市

も宣伝をしていかなければ私はいけないと思いますし、金融機関も当然そういう業種の方々を知っているわけ
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ですから、そこに対して制度があることを伝えることこそ、まさに今ある経済対策の効果あることだと思うん

ですが、これらについては金融機関はどう考えているのか。やはり、そこを金融機関も一緒になってやってあ

げなければ、今この百年に一度と言われる経済の状況の中で、年末までの資金繰りが大変なわけですから、そ

れらをやっていくことがまさに経済対策の一環になるわけですし、またその他の市のあらゆる不況対策として

できるものをどしどし宣伝をすることこそ、今求められているんじゃないかと思いますが、その点はどうお考

えでしょうか。 

○産業振興課長（木下恒雄君） まず、国の制度のＰＲということでございます。 

  こちらにつきましても、国のほうから情報を得た段階で、すぐ市報のほうに載せさせていただくような手続

をとっております。また、金融機関のほうにも、そういったことでＰＲに努めていただくような形をお願いし

ているところでございます。 

  保証対象業種ということで、先ほど原油高、こういった部分でお話をさせていただきましたが、今回の対策

の中では売り上げの減尐であるとか、あるいは利益率、こういった部分が減尐したとか、あるいは仕入れ単価

が、例えば原油等の仕入れ単価、これが20％以上を占めるようなところで、そういった部分の引き上げ幅が営

業だとかそういう部分にコストのほうにはね返っている業者、こういう方につきましても範囲が拡大されてお

ります。そういった部分は、なかなか難しいとは思いますが、できるだけＰＲに努めていきたいなというふう

に思っております。そういった部分では、やはり先ほど11月末に金融機関とのお話し合いをしたということで

ございます。そういった中でも、市の緊急経済対策とあわせまして、国の制度につきましてもあわせて事業者

のほうにＰＲしていただくような形を考えているところであります。 

  ちなみに金融機関のほうでも、この認定申請に当たりまして事業者の方にかわりまして、金融機関の方がそ

の事業者にかわりまして忙しいというような形だと思います。金融機関の方、担当の方が産業振興課のほうの

窓口に申請においでになっている、こういった状況もございますので、金融機関のほうでも一緒になってこの

国の制度、あるいは市の制度につきまして、市内事業者、小規模事業者の方々のお手伝いをしようという体制

にはあるというふうに認識しているところであります。 

  以上であります。 

○委員（尾崎信夫君） それからもう１点、都制度で保証料を免除する制度もありますよね。これらについても、

あわせてどういう状況になっているのか、その辺のＰＲもしっかり兼ねていただくことが、保証料も負担にな

るわけですから、金利は仕方ないとしても保証料も面倒を見ていただけるということになっていますよね。こ

れら事業者の方々というのは御存じなんでしょうか。 

○産業振興課長（木下恒雄君） これは東京都のほうで緊急対策ということで始めた事業でございます。この東

京都の制度につきましては、国のほうの保証制度、それを受けられた方ということで、認定を受けられた方が

東京都のほうに──東京都のほうと言いましても、金融機関を経由してでございますが、そちらのほうに申し

込みますと、小規模事業者に限りまして、21年３月31日までに申し込みをされた小規模事業者の方につきまし

ては、この信用保証料について２分の１東京都のほうで補助するという制度でございます。これにつきまして

も、やはり緊急経済対策という部分では国、東京都、市、こういった部分が一体になってある程度行っている

というような状況にございますので、そういう制度の周知につきましては、あわせてすべての制度についてぜ

ひＰＲということでは考えているところでございます。 

  以上であります。 
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○委員（尾崎信夫君） どうですかね、もう既にスタートしているわけですので、趣旨……。どうするかです、

趣旨にするのか。 

○委員長（関田 貢君） 議事運営の都合上、暫時休憩いたします。 

午後 ２時 ８分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ２時 ９分 開議 

○委員長（関田 貢君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  20第19号陳情 不況から地元中小業者の窮状の打開へ向けた緊急の取組みを求める陳情、本件を採択と決す

ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、よって、本件を採択と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（関田 貢君） 次に、20第20号陳情 市議会が採択した陳情の内容について市当局は真摯に受け止め、

責任ある対応をすることを求める陳情、本件を議題に供します。 

  朗読いたさせます。 

○議会事務局次長（西永宣昭君） 朗読いたします。 

  20第20号陳情 市議会が採択した陳情の内容について市当局は真摯に受け止め、責任ある対応をすることを

求める陳情 

○委員長（関田 貢君） 朗読が終わりました。 

  質疑を行います。 

○委員（吉野 孝君） 陳情の理由の１項目のところに、この大気汚染の調査についての納得いく成果が出ない

のではないかということが、もうこれ明記されているんですが、お聞きしたいのは、この金額をかけて大気汚

染物質というのが──以前にも資料で出していただきましたよね、他市の状況でしたっけね。汚染物質が何種

類とかありましたよね。そういったものに対応できているのかどうか、これについてお尋ねします。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 今回私どもで調査を行った大気のいわゆる種類につきましては、エコプラザ多

摩で行った同様の内容で調査を行ったものでございます。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） 大気測定に関連しまして、調査がどこまで進んでいるのか、大気の調査が、測定が終
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わっているのかどうか。 

  それから、この６月の陳情に書いてあります公平、中立な第三者的な委託業者に依頼ができたのかどうか。

競争見積もりでされたんだろうというふうに思いますが、その業者決定の経過のわかるものがあればお示しく

ださい。 

  それから、測定委託料が補正予算でとられたわけですが、委託料の積算内容がわかるものもあったら示して

ください。 

  それと、９月の一般質問の中でいろいろ聞かれていまして、１回限りで終わりにはしないという答弁があっ

たと思いますが、どういうふうにされるおつもりなのか伺いたいのと、それから調査結果がもし出ているので

あればお示し願いたいと思いますし、その調査結果に対するこの陳情にあります第三者評価については、どう

いうふうにされるのか伺いたいと思います。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 何点か御質疑いただきましたので、１点ずつ御説明させていただきます。 

  調査でございますが、終わっているかということでございますが、調査につきましては、11月18日、19日に

調査を実施いたしました。その結果につきましては12月19日に報告書が上がるというふうなスケジュールに

なってございます。 

  委託料の中身でございますが、これは補正予算をとったときの内容でございます。 

  これにつきましては、調査項目29項目でございまして、29項目のそれぞれの金額を合計したものが、これは

あくまでも見積もりでございますが21万7,900円でございます。その他、測定人件費にかかわる費用が10万

3,200円、それと測定業務直接経費としまして機械使用料でありますとか、調査機器を搬入するための車輛費

でありますとかが５万7,000円、調査報告書の作成費が一式ということで７万3,600円を見込んで、合計で47万

4,285円というふうなことで補正予算は上げさせていただいたところでございます。 

  ４番目の調査については１回のみかということでございますが、９月補正では１回の補正予算をいただいた

ところでございますので、平成20年については１回というふうに考えてございます。 

  調査結果の第三者の評価でございますが、これにつきましては、私どもこの業務を委託するに当たりまして、

委託会社につきましては、もう総務管財課のほうで手続をとっていただく関係で私どもが一切関与しない形で

ございます。業者の決定経過につきましては、契約担当課のほうで行っているんですが、指名については４社

行って４社の中から一番要するに価格の低かったところと契約したということでございます。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） 調査結果に対する第三者評価についてはどうされるおつもりなのか。それから、12月19

日に報告書が上がってくるということですが、この報告書についての公表、市民に対してどういうふうに説明

をされるのか、その辺の予定をお聞かせください。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 今回調査委託に当たりまして、仕様書を作成いたしました。その仕様書の中で、

成果品の項目があるんですけれども、成果品につきましては、第三者が理解できるような表記とすることとい

うのは仕様に１項加えてございます。この調査結果の公表につきましては、なるべく早い時期に何らかの形で

議員の皆様初め市民の方々に公表できるようなことで考えていきたいと思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） 調査結果に対する第三者評価というのは、市民が見てわかりやすい、もちろんわかりや

すく書いていただくのは当然なんですが、例えば0.01マイクログラム／立方メートルですか、そういう形で出
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てくるとするじゃないですか。その値は、環境基準が決まっているものとか決まってないものとか、いろいろ

ありますけれども、そういうものと対比してどうなのか。それらが人体には、どういう形で影響を及ぼすのか

とか、どういう範囲で広がっているのかとか、そういうことがわかるようになっているというふうに思ってよ

ろしいですか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 先ほどの環境基準、指針値等に関しましては、やはり国から示されたものは、

あくまで人体に影響というよりも、今後のこの基準に従った形で補正するなりの方法の指針というふうに認識

してございます。そういった中で環境基準項目が４種類、指針値については７種類をここに入れてございます。

その他につきましても、やはりこれは他の先進市の事例を含めまして、私どもでこれを大気調査という項目に

させていただいております。 

  なお、これに関しましての測定値の結果につきましては、やはりこれをやった測定業者さんの意見、そうい

うものも踏まえまして、これを公表していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員（押本 修君） 今回の陳情の１番の目的といいますか、要するに６月の陳情が採択されたということに

対して、その後の市の対応についての不満がありますよという意思表示だと思います。その中で一つは、今前

半で議論が出ています大気汚染の調査ですね。このことと２番目のことなんですけれども、今前半で調査の話

が出ていましたので、２番について、実際６月以降市が何をしたのか。そして組合に対してどういう形で何を

要請していったのか、その辺のお話を説明してください。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） ６月の陳情が採択されたといった中で、この内容につきましては、この３市

共同資源化事業を進める組合のほうにも、当然私どものほうで報告はしてございます。そういった内容の中で、

今現在11月18日の日に組合のほうでは組合議会があり、同様の今陳情が御審議され、現在特別委員会というと

ころで継続扱いになっているというところでございます。 

  そういった内容の中で、我々は９月の市長の御答弁もございましたけれども、この部分に関しましては、必

要な部分をできる限り精査しながら、私どもは慎重な御審議をいただいているという認識でいます。そういっ

た中で我々が思っている部分に関しましては、組合のほうも当然御認識いただいているというふうに考えてい

ます。 

○委員（押本 修君） 先日の一般質問の中でも他の議員が発言していましたけれども、今の答弁の中の９月で

の市長の発言ということで、その辺の内容を具体的に９月から数カ月たっていますけども、具体的にお伝えに

なったと、そういう事実はありますか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 我々も９月議会での市長の部分、そういった意味を組合のほうにも、さらに

確認の意味で報告をしてございます。そういった中で組合の中で、さきの一般質問でもお話しさせていただき

ましたけども、３市共同資源化事業を具体化していく中では、地域住民の御理解を得ていくことが大前提とい

うような御意見をいただいているというところでございます。（長瀬りつ委員「だれから御意見いただいた

の」と呼ぶ）あくまで組合の事務局のほうです。 

○委員（粕谷久美子君） 陳情者は、やはり６月以降、採択された後にどういう状況になっていくのかというと

ころが不安でいらっしゃると思うんです。それで、陳情者に対して採択後、ちょっと先ほどどのような対応さ

れたかというところで私はわからなかったんですが、やはり陳情者の出している地域住民に対してどういった

ことをしてきたのかという、その辺がはっきりちょっとわからないので、もう一度教えていただきたいと思い
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ます。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 具体的なものの御説明という形は行ってございません。 

○委員（尾崎信夫君） 小・村・大でどういう議論がなされたのか、ここに小・村・大に行かれている議員さん

もいらっしゃるわけですから、ぜひその流れが我々は参加しておりませんのでわからないわけで、ぜひそうい

うこともせっかくの機会なんで、お伝えいただければと思うんですけど。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 組合議会の内容につきましては、私どもに出ている陳情のほか、組合のほう

に陳情が出てございます。それが討議され、その中で内容的なものが討議されました。そういった内容の中で

は、まず住民の定義、そういったものを３市33万人に求めるのか、近隣住民にするのか、そういった内容の部

分の討議もございました。そういった内容の中で、やはりこの問題は非常に慎重審議が必要というところで、

特別委員会の動議が出、その後、陳情の取り扱いについては、さらなる計画の具体化を見きわめないといけな

いというところでの慎重審議というところで継続になったというところでございます。簡単ですけども、内容

的にはそういうことです。 

○委員（尾崎信夫君） 住民の定義って、どういうことなんでしょうか。ちょっと、そこをもう尐し具体的に。

要するに、陳情者の陳情書の中に載っている住民ということの表現がですか。住民のという表現の定義がわか

らないというんですか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 内容の中には、住民の定義と先ほどお話ししたところは、例えば文言的なと

ころで何度も住民という言葉が出てきます。そういった内容の中で部分的に３市33万人を指しているのか、も

しくは近隣住民を指しているのかの不明確な部分があるというところでの、いわゆる御審議があったというと

ころでございます。（尾崎信夫委員「小・村・大の議員がここにいるんだから、聞けばいいんですよ」と呼

ぶ） 

○委員長（関田 貢君） 長瀬委員、お願いします。組合派遣の内容について、住民の定義で33万人の──だか

ら組合議会の議論の。 

○委員（長瀬りつ君） 陳情文書の中に、「私たち住民が満足できないときには」という文言がありますね。住

民が満足できないときには、共同資源化施設の建設計画を進展させないでくださいという、東大和市に６月に

出されたのと全く同じ文言で書いてあるわけです。住民が満足できないというのは、住民というのは、どの住

民が対象なのかということをおっしゃった他市の議員さんがいらっしゃったわけです。それについては、33万

人なのか、近隣に住んでいらっしゃる方なのかというのは、別に結論が出たわけではないですので、ただそう

いうことを言われた議員さんがいらっしゃったというだけの話です。 

  今回この建設環境委員会に提出された陳情の陳情理由の２番を見ますと、６月に採択をされたわけですね。

市長は陳情、議会が採択をしたものは、どういうものであれ重く受けとめているというのを、ずっと今回の議

会でもおっしゃっていましたので、また採択された陳情の内容が行政によってどのように遂行され、結果がど

うだったのか、きちんと行政側の報告を求めろというふうなことも書いてありますので、６月議会に採択をさ

れた陳情要旨の（１）から（６）について今伺っているわけですね。大気の調査については伺いました。 

  それで２番目の、想定地としたことの合理的根拠について住民に説明をしたのかということなんですけれど

も、先ほども他の委員の質問の中で具体的なものは説明はしていないというお話でした。 

  それから、３番目の定量的に環境負荷について、定量的に推定し住民に具体的に説明してくださいというふ

うにありますが、定量的な推定というのは可能なのかどうか、市はやれるのか、まずそれを聞かせてください。 
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○建設環境部参事（乙幡修爾君） 先ほどお話しさせていただいた３市の組合議会のほうの内容で、同じような

討議が継続審議されたといった内容の部分と重複してございます。そういった中で、この部分に関しては、

我々市単独という扱いではなくて、あくまで３市と組合、そういった共通理念の話の中で、これはまとめてい

く方向でいくというのがベターではないかというふうに思っています。そういった内容の中で、この説明の部

分、それと化学的な方法での部分、そういった意味も今後の方法として、この内容については市単独というこ

とではなく、組合と３市が共同でこの部分を考えていくというところで我々は考えているということでござい

ます。 

○委員（長瀬りつ君） 先ほどの粕谷委員さんの質疑を何か引き取るような形になってしまうんですが、具体的

な説明はしていないわけですよね。想定地のことについての合理的な根拠についての説明も、またこの定量的

な衛生組合と一緒になってやろうという、定量的な推定についても具体的な説明を住民にしていないというふ

うにさっき答えられましたけれど、これ説明をしてくださいという６月の議会の陳情だったわけですよね。で

すので今後、まだしていらっしゃらないのであれば、具体的なものについての説明をしなければいけないだろ

うというふうに思いますが、それらの予定について伺わせてください。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 同じ内容になるかもしれませんけれど、今度組合議会のほうが２月に定例会

が開かれ、その後特別委員会が開催されるといった動向を含めまして、私どももそういった趣旨に従った内容

で、市の考えも当然住民の方々に説明していかなくちゃいけないというふうには思ってございます。 

  以上です。 

○委員（尾崎信夫君） 同じ陳情が小・村・大に上がっているわけですね、どうなんですか、上がっているんで

しょうか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 全く同様のものではございません。内容的には若干の差異がございます。 

○委員（尾崎信夫君） 要するに、小・村・大が３市共同資源化施設の建設計画を今検討しているわけですよね。

この辺を整理しないと、どうなんでしょうか、小・村・大の議論がどういうふうに進んでいるのか。何か、要

するに小・村・大のほうの陳情の動きが見えてないわけで、どういう議論がなされたかというのが見えません。

確かに市としては一定の判断ができるかというと、なかなかそれは難しいんだろうと思うんですよね。この辺

どうなんでしょう。この辺整理しないとなかなか話がですね、何か小・村・大でやっている議論と、これやっ

ている議論が違いが出てこないでしょうかね。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） ６月に採択されました陳情内容の中には、暫定リサイクルという扱いの先ほ

どの大気調査も含めまして、そういうところが採択されたというところで、今回の小・村・大の組合のほうに

出ている陳情には、その部分がございませんけれど、他の部分につきましては同様な陳情趣旨というところで

ございます。 

○委員（尾崎信夫君） それと、小・村・大では11月の定例会でこれを審議したと、陳情を。小・村・大、１日

限りの議会ですから、継続ができないために何か特別委員会を開いてということになったんだろうと思います

けれど、懇談会の結論が出るのはいつなんでしょうか。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 懇談会、当初予定では10回懇談会を予定していたということですが、11月の議

会で報酬が１回分増額補正されまして、合計11回になったということで、１月末から２月ぐらいには懇談会が

終わるというふうには聞いております。 

  以上でございます。 
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○委員（尾崎信夫君） その報告はどういう形になるんですか。いつ小・村・大が定例会を開いて、その報告、

それの審議は議会でどうなるのか。なおかつ今上がった陳情については、特別委員会で審議されるというんで

すが、本会議で審議するんですか、終わってから審議するんですか、前に審議するんですか、いつ報告される

のか。この流れを見ると、どうも小・村・大の議会というのは２月と11月しか議会がないんでしたっけ、２回

でしたっけ、定例は２回しかないですよね。本来であれば臨時会でも開いて──これは議会のことは言っては

いけない、やめましょう、そこまで言うと問題がありますからやめておきます。２回しかないということです

ので、どうなるのか、ちょっと教えていただきましょうか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） そのときの私どもの聞き及ぶ範囲内の話なんですけれど、次回をいつにする

のかという当然協議もあったようには聞いてございます。そういった内容の中で、先ほどの懇談会のまとめ、

そういったもののスケジュールも勘案しながら、２月定例会後に特別委員会を開催というようなスケジュール

で今のところは聞いてございます。 

○委員（尾崎信夫君） 懇談会の報告は、いつ小・村・大の議会に報告されるんですか。そこが大事なんですよ、

陳情が終わった後ですね。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 私どもは特別委員会という扱いは聞いてございますけれど、先ほどの懇談会

の意見をまとめ集約したものが、どのような形で──組合議会に提出されるスケジュール等につきましては、

今のところ聞いてございません。 

○委員（尾崎信夫君） 要するに、大事なのは陳情が審議されて、陳情の結果が出て報告書にそれが影響するの

はいいですよ。私が言いたいのは、報告書が先に上がって、それの結果が議会で結論が出ちゃって、陳情は議

会が終わった後やるわけですから、そうすると次の議会になるわけですよ。そうすると11月議会でやることに

なりますから、報告書と──陳情の採択がおくれてしまったら、結論がよしと出たときに陳情は違うというこ

とは出せなくなるんですよ。その辺が非常に疑問を感じているんですけど、どうなんですか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） そういったものも含めてスケジュールになっているというような形では聞い

てございますので、この先ほどの特別委員会に関しましては、２月定例会後というような形で聞いてございま

す。 

○委員（中村庄一郎君） 休憩をお願いできませんか。 

○委員長（関田 貢君） 10分休憩に入ります。 

午後 ２時４２分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ３時２３分 開議 

○委員長（関田 貢君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（吉野 孝君） 今回のこの陳情の中身というのは、先ほど尾崎委員から小・村・大のことが結論が出な

ければどうのこうのとか──私はこれは今回の問題というのは６月の定例会で採択された陳情が市としていま

だに満足の回答だとか、対策が実行されてない。そしてさらには、速やかに責任を持って実行するようにとい

うことで、議会のほうにも言われているわけですよね。そういう点からいうと、尾崎信夫委員の言った小・

村・大の結果の問題ではなくて、あくまでも６月の議会で採択されたものが、行政側が十分やってないから

「市として」という話ですから、これはやはり小・村・大の問題を私たちここで論議する話じゃなくて、６月

の議会の陳情の中身について、あの６項目を採択したわけですから、それについてどうだったのかと。そして、
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先ほど粕谷委員が聞いた中では、６月以降説明もしてないということですから、当然やはりそれがされてない

ということであれば、説明すべきだということをちょっと整理しないといけないのかなと。 

  それともう一つの点でいえば、先ほど乙幡参事が２月の定例会、これは小・村・大ですけども、このことと

関連して説明するかしないかみたいな発言があったと思うんですが、私は今回の12月19日に報告書が出るわけ

ですから、市として住民の皆さんに回答をする、それから対策はどうするのか、そして責任を持って、ここに

書いてありますように、行政の報告をし市民に対して説明をする必要があるということだと思うんです。そう

いう点では、具体的に先ほどの乙幡参事の言われた、小・村・大とはまた別に今回の調査結果が出るわけです

から、それについてちゃんとした真摯に報告すべきだというふうに思うんですが。 

○委員（尾崎信夫君） ちょっと確認したいんですけども、小平・村山・大和衛生組合──３市共同資源化施設

というのは、どこが建設して、どこが協議しながら建設計画をつくって実行に移そうとしているんですか。そ

の母体がどこなんですか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 中身につきましては、小平・村山・大和衛生組合というところでございます。 

○委員（尾崎信夫君） ということは、小平・村山・大和衛生組合がどうするかが出ないとわからないというこ

とですね。先ほどちょっと委員の間では、これは小平・村山・大和衛生組合と３市の共同でやる資源化施設で

すと言っているんですけど、そこはどうなんですか、ちょっとそごがあります、そこに。小・村・大議員の

言っている意見と、それから共産党の副委員長の吉野さんの言っている意見が違っていますので、ちょっとこ

こを整理してください。 

○委員長（関田 貢君） 暫時休憩します。 

午後 ３時２８分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ３時２８分 開議 

○委員長（関田 貢君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） この３市共同資源化事業に関しましては、小平市、武蔵村山市、東大和市と

小平・村山・大和衛生組合という４団体が行うということでございます。ただし、この事務局に関しましては、

小平・村山・大和衛生組合が行うというところでございます。 

○委員（尾崎信夫君） ということは、小平・村山・大和衛生組合が行う事業ということでいいんですね、そう

いう認識でいいんですか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） この衛生組合も一部事務組合というところでございます。そういった内容の

中で、この事業は３市とその一部事務組合の４団体で行うというところでございます。 

○委員（尾崎信夫君） その４団体の意見をどう取りまとめているんですか、今現在は。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） ですから、そこのところの意見集約を事務局という形で一部事務組合の小

平・村山・大和衛生組合が、今、中で検討部会、それと懇談会等をしてまとめようとしているところでござい

ます。 

○委員（尾崎信夫君） 途中の経過報告は、どういう形で進めようとするんですか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） この計画は、この資源化の施設の建設のみならず、不燃、粗大の関連の施設

の建設もしくは最終的には焼却施設、それの更新をも含めた事業という展開になってございます。そういった

内容の中で、今回の部分に関しては、短期的目標の中の資源化基準の統一というソフト面、それと３市共同資
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源化施設整備というハード面、それが今懇談会、検討会等で話し合いをされているというところでございます。 

○委員（尾崎信夫君） それを取りまとめるのは、結局小・村・大がやらざるを得ないですよね。３市の共同事

業、その組合があるわけじゃないし、そういう事業体をつくってないですよね。それをまとめるのが、小・

村・大ということになるんですね。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） それはまあ小平・村山・大和衛生組合の機関紙「えんとつ」等でも、その点

は触れてございます。事務局としては、その組合のほうでまとめるということでございます。 

○委員（尾崎信夫君） そこでの経過報告というのは、どういうふうに進んでいるんでしょうか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 先ほどもお話ししましたとおり、組合の機関紙等で啓発してございます。そ

ういった内容の中で、今の３市共同資源化の具体化に向けてということで意見募集をしたり、今後のスケ

ジュールをここで公表しているというところでございます。 

○委員（中村庄一郎君） 陳情理由の中に、50万円弱で大気汚染の調査ということが書いてありますね。補正予

算を用意したということ、これは９月の議会で決めた予算でありますよね。その前の陳情理由が、６月の内容、

規模を考えれば納得のいく成果が期待できないということなんだと書いてあるんですけども、納得のいく規模

というか、それは行政側ではどんなふうな調査をすれば、大体納得のいけるようなところの数字みたいなとこ

ろというのはあるのかないのか。それによっては、我々が50万円という予算を決めて、議会のほうで47万幾ら

ですか、50万円弱ですよね。そういうことで決めてあったのに対して、行政の取り組む姿勢に疑念を持たざる

を得ないと書いてあるんですよね。 

  だから、やはりこれははっきりいって市民に対するそういう報告だとか、そういう経過だとかということが

なされてないから、疑念を抱くという部分というのはあると思うんですけども、これで50万円弱のっていうこ

と、こういうふうに出てくるということは、これは議会で補正予算をしたものですから、これに対しては、や

はり議会を重く見なくてはいけないと思うんですよね。実際には、予算の算出自体どういうふうにお考えだっ

たのか、ちょっとお聞きしたい。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 私どもも大気環境等の測定に関しましては、先進市のケース、そういったも

のも斟酌しながら補正予算の部分でどのくらいのお金がかかるか、そういうものを試算したということでござ

います。そういった内容の中で金額が割り出され、最終的には入札経過の中で、この金額に落ちたというとこ

ろでございまして、我々は決して──この部分に関しては項目も含めまして各市状況を踏まえた中で検討して

これをつくったというところでございます。ということで、金額に関しましては、たががございますでしょう

けども、内容的な部分においては、今回は１回というところでさせていただくというところで、この金額に

なったというところでございます。 

○委員（尾崎信夫君） あと、この３市共同施設、小・村・大、この四つがいつどういう形で協議を進めている

のか。その進め方としては、これは推進本部があって共同資源化検討部会、不燃・粗大ごみ処理検討部会等、

あと懇談会がありますけども、これらをまとめてどこかで意見の集約をしているということはあるんでしょう

か。 

  要するに、６月の陳情は市側のほうに出されている、だから市がどういう形で意見を言える場所があるのか、

またどういう形で言っていらっしゃるのか。どうも先ほどからいくと小・村・大で言っているのか、推進本部

なるものの中で言っているのか、ちょっとそれが見えませんので、そこを明らかにしていただけませんか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 先ほどの小・村・大の内容の中に、この共同資源化事業におきましては、推
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進本部の下に共同資源化検討部会と不燃・粗大ごみ処理検討部会、それが今内部でこの事業についての検討を

行っていると同時に、先ほどのいわゆる懇談会、そこでも同様に今後のごみ処理をどうしていくかというよう

な内容で、懇談会でお話し合いをさせていただいているというところでございます。 

  そういった中で、私どもはどのような方向でという話になりますけれど、当然私どももこの推進本部、専門

部会等は職員が参加してございます。そういった中で取りまとめに関しましては、当然事務局である組合のほ

うで行っていますので、その内容の中に先ほどの東大和市のいわゆる陳情要旨も含めまして、私どものほうで

も部課長会の席等で東大和市の考え方も含め、そういうところを公表しているというところでございます。 

○委員（尾崎信夫君） 懇談会の占めている位置はどこにあるんですか。推進本部が懇談会を招集して、懇談会

の意見を聞こうとしているんですか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） あくまでこれはこの共同資源化事業というところで、組合がこの懇談会につ

いての内容に関して募集したというところで、先ほどの推進部会とは違う場所というところで認識してござい

ます。 

○委員（尾崎信夫君） 小・村・大が市民懇談会を開いていると、そういうことなんですか。その意見は、小・

村・大にしか行かないということになるんですか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 先ほどの資源化事業を踏まえた中で、市民懇談会でいろんな意見を出してい

ただく、そういった内容の中で、この部分をいかに今後基本構想案を取りまとめる際に参考にしようというの

が、組合の趣旨というところでございます。 

○委員（尾崎信夫君） その提言を受けてするということですね。そうすると、先ほどの今いわゆる６月に上

がっているこの陳情の趣旨に対して、市がどういう形で市民に報告しなければならないと考えていますか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） ６月の陳情趣旨に関しましては、先ほど暫定リサイクルにつきましては、

我々はこのような形で大気調査を行うと同時に、今進んでおります３市共同資源化に関しましては、あくまで

その陳情の趣旨を踏まえた内容の中でこれが進んでいっていただきたいというような認識で動いているという

ところでございます。 

○委員（尾崎信夫君） 暫定リサイクルのほうは、そうするとその他のことについては、今後懇談会の結論が出

てから報告されるということですか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 懇談会のみならず、先ほどの共同資源化検討部会、それと不燃・粗大ごみ処

理検討部会は、現在検討しているところでございます。そういった内容の中で、我々は東大和市の趣旨としま

しては、先ほどのハード面からした資源化の施設に関しましては、このような陳情があるというところでの認

識を踏まえた中で御検討いただければというようなスタンスでは考えておりますけれど、それが意見として、

この部分に書面で出したとか、そういうケースはございません。 

○委員（長瀬りつ君） 今回のこの陳情を見ますと、要するに６月の定例会で市議会として、市としてこれは採

択をしたわけですよね。ですから、採択をしたんだから陳情要旨にある六つの項目について、市に速やかに責

任を持って実行するように、市に対して強く要請してくださいという陳情なわけですよ。１番については、大

気の調査をしましたと。大気の調査にしても、50万円弱の補正予算をとられたわけですが、今回初めてやられ

るので仕方がないかなと私は思いますけれども、多摩市では４カ所やっているわけですよね。東大和市の場合、

今回は１カ所じゃないですか。そういうことを見ても、要するにそういうことの報告だとか、経過の説明とか

が多分ここに座っている人たちも知らないんだろうし、されていないということがあるわけですよね。 
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  ２番目については、想定地、今の暫定リサイクル施設を想定地としたことに対する合理的な根拠を住民に説

明してくださいと書いてあるんですから、尐なくとも想定地とされたところの周辺の住民に対しては、市は積

極的になぜここが想定地となったのかという説明はしなくちゃいけないわけですよね。それを、先ほどの答弁

では具体的なものは説明していないというふうな答弁なんですから、そういうことをきちんとやっていってく

ださい。組合が絡まなければできないものは、組合に対しても市が責任を持って組合に実行させてくださいと

いうのが、６月の議会で出た６番目の陳情の趣旨なんですから、その辺のところを伺っているわけですよね。

具体的に説明していませんというふうに先ほど答えられましたけれども、今後市は具体的に説明をしていこう

という姿勢はお持ちなのでしょうか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 御指摘のとおり、私どももやれる範囲の中では先ほどの暫定の大気調査、そ

れも全般にわたってどこまでというような内容も、今回は１回と確かに数的には尐ないかもしれません。そう

いった内容の中で、こういう形をとって、これをどんな内容かというものも全然私どもも把握してなかったと

いうところの反省に立ちましてやるというところですので、この施設に関しましては、どのような大気がある

か、まずそれから入りたいというところでのお話をさせていただきました。と同時に、先ほどの６月の陳情の

趣旨の重要性、それも踏まえた内容の中で我々もこの施設自体は、今後３市でどのような形で資源を統一して

いくか、そういった内容も踏まえまして、そういった中で総合的にこの部分で果たして今の暫定施設のところ

で、この３市が──いいのかどうか、そういった内容も先ほどの検討部会等に我々職員が入って、当然そのよ

うな中ではいろんな意見をたたいているところでございます。 

  そういった内容の中で、全体的に東大和市としての意見がどうかというところまでは、まだいってないとい

うところでございますので、それは最終的なまたこの基本構想案をまとめる際には、当然その前に我々として

は推進本部、部課長会等の席がございます。というような内容の中で、また陳情内容の趣旨を踏まえた中で、

私たちの立場を踏まえた中で説明をしていきたいというふうには思ってございます。 

○委員（尾崎信夫君） 陳情理由の１番の50万円弱の大気汚染調査、これはまだ明らかになってないわけですの

で、これが期待できるできないの問題はともかくとして、議会としてはこれを決めているわけですから、これ

らについて疑念を持たざるを得ませんと断定されていらっしゃるので、ちょっとここは非常に議会の結論、９

月の補正予算を賛成した議会としては、なかなかこれ難しいところがあるかなと感じておりますし、また今流

れの中では３市共同施設の流れが明らかになっていない状況の中で、やはりその点はしっかり市はこの周辺住

民の意見を十分聞きながら、それをやはり──どこなんだろう、小・村・大の議会、当然この建設環境委員会

にも議員さんいらっしゃるわけですから、十分住民の意見を主張すべきだと私は思うわけですけれども、それ

らについてしっかり今後どうされるのか、ちょっとその点をお尋ねします。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） まさしくその点では私どもこの事業に関しましては、先ほどの全般の計画自

体に関しましては、今後も３市ともども歩みながら計画を進めていきたいとは思ってございます。そういった

中で、ハード面の資源化施設に関しましては、ある程度この部分が住民の合意形成がないまま進むというとこ

ろは、非常に我々としても本位ではございません。そういった内容の中で、今後３市と衛生組合のお話し合い

の中にも、そういった意味でのスタンスを説明していきたいというふうには思ってございます。 

○委員（尾崎信夫君） 特に、やはり周辺住民の人にとっては不安な施設がある以上、また突然降ってわいたよ

うに３市共同という施設になるわけですから、これは相当な不安感を持つわけですから、これは地域住民の考

え方を、しっかり市は３市共同、小・村・大に言って主張すべきことは私は主張すべきだと思います。住民の
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定義というのは、それはどういう意味で言われたかわかりませんけれども、周辺住民こそ、まさにその共同施

設における影響を受けるのはその周辺に住む住民なわけですから、住民の安定的な住む方々の権利を、やはり

しっかり守っていかなければならないわけですから、そこをしっかりしないことには、周辺住民の方にとって

は、私は不安がつきまとっているんだと思いますので、その不安感を払拭させることが私は大事だと思います

ので、ぜひその辺はお願いしたいと思います。 

○委員（粕谷久美子君） 私も陳情理由の１番のところで、陳情者がこのように市は50万円弱でという文言を書

いたということは、やはりなかなか６月の定例会で採択されたものが、市からきちんとした説明がないという

ことで、不安を抱いているということが大きかったのではないかと思います。私自身も、やはり近隣住民の意

向を聞く、そしてそれを反映していくという方向性をしっかり行い、説明を行っていくということを進めてい

ただきたいと要望します。 

○委員長（関田 貢君） 質疑ございますか。 

  議事運営の都合上、ここで暫時休憩いたします。 

午後 ３時５０分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ３時５６分 開議 

○委員長（関田 貢君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（中村庄一郎君） この際、動議を提出いたします。 

  本件につきましては、質疑を終了、討論を省略いたしまして、趣旨採択として直ちに採決されることを望み

ます。委員長においてよろしくお取り計らいのほどをお願いしたいと思います。 

○委員長（関田 貢君） ただいま中村庄一郎委員から、質疑を終了、討論を省略、趣旨採択として直ちに採決

されたいとの動議が提出されました。 

  お諮りいたします。 

  本動議のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  直ちに採決いたします。 

  20第20号陳情 市議会が採択した陳情の内容について市当局は真摯に受け止め、責任ある対応をすることを

求める陳情、本件を趣旨採択と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、よって、本件を趣旨採択と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（関田 貢君） 次に、所管事務調査、暫定リサイクル施設の設置から現在までの経緯について、本件

を議題に供します。 

  初めに、前回の委員会で要求いたしました資料についての説明を求めます。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 今回、前回の建設環境委員会で資料要求がございました２件について提出させ

ていただきました。 

  １件目につきましては、東大和市清掃事業協同組合の定款でございます。これにつきましては、一般廃棄物
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収集運搬業の申請の添付書類として市のほうに提出されたものでございます。 

  ２件目につきましては、平成16年９月13日付でシルバー人材センターと締結した「委託単価契約の変更契

約」について、契約依頼をした決裁文書ということでございます。これにつきましては、当初契約に仮設作業

所等組立作業を追加するための契約変更を行った際の決裁文書でございます。平成16年９月８日に起案をしま

して、翌日９月９日決裁となっております。内容的には回議用紙がございまして、添付書類といたしまして、

契約担当課に提出した契約変更の依頼文書、暫定リサイクル施設資源中間処理委託契約の変更、契約変更後の

仕様書、見積書、内訳書、契約変更前の仕様書が添付されてございます。 

  説明は以上でございます。 

○委員長（関田 貢君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

○委員（長瀬りつ君） 清掃事業協同組合の定款ですけれども、この定款には賃貸業ができるというものが事業

内容のところに書いてございませんが、定款にないことができるという御説明をしてください。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 定款の中身、定款事業の第７条に事業が記載されてございますが、その10号の

規定になりますが、前各号の事業に附帯する事業ということで、そこの解釈でやられているんではないかとい

うふうに解釈はしてございます。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） 暫定リサイクル施設の処理事業は、組合が行っている事業ではないですよね。ですから、

組合が行っている事業に附帯する事業ですから、あそこの事業を行っているのはシルバー人材センターですか

ら、この第７条の10号は当てはまらないと思いますが。 

  それで、前回11月のこの委員会のときに参事が、そのような説明プラス「指名参加登録の内訳の中に賃貸業

務といった中に事業組合が入っておる」というふうに答弁をされているのですが、どういう意味でしょうかね。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） リース関係の指名参加登録に組合が入っているというところを説明させてい

ただきました。 

○委員（長瀬りつ君） 指名参加願の中に入っているというんですか、どういう意味ですか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 市の指名参加登録に申請業として賃貸業務、その中に東大和市清掃事業組合

が入っているというところを説明させていただきました。 

○委員（長瀬りつ君） 定款に書いてない事業がなぜできるのでしょうか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 先ほどの定款の事業の７条、前各号の事業に附帯する事業というところでご

ざいます。 

○委員（長瀬りつ君） だから、暫定リサイクル施設の事業は、事業を行っているのは組合ではないですよね。

ですから組合が行っているんだったらば、それに附帯する事業ということならわかる……、変ですけどね。そ

れでも定款に書いてないんだから。定款に書いてないものができるというところを、なぜできるのか、説明を

してほしいのですが。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 事業に附帯する事業というような位置づけの中に、賃貸業も入っているとい

うような内容でお答えさせていただきました。 

○委員（長瀬りつ君） もしかしたら、これあれですか、定款、役員の名簿も何もついてなくて、本当にただ定

款だけなんですが、定款はいつつくって、作成されて、それがいつ改正されてとか、そういうものでもあれば
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ね、これは改正後のものなのか、改正前のものなのか。だって定款に載ってないものをやるというのはあり得

ないですよ。そういうところと契約をするということ自体がおかしいですよ、それを聞いているんですけど。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 今回提出させていただきました資料については、まさしく定款そのものでござ

いますが、私どもとしては定款の履歴事項全部証明書というものも当然として私どもで保管してございます。 

  以上です。 

○委員（長瀬りつ君） そうしたら、その履歴事項証明書も全部出してくださいよ。じゃないと、この定款が一

体いつつくられたものなのか、もしかしてこれ改正前のものを出してきて、それで前各号の事業に附帯する事

業だからいいんだという解釈はできないですよ、定款に書いてないことできないですからね。定款に書いてな

いものを──きちんと市は確かめて契約しなきゃだめですよね。そのことも含めて、履歴事項全部出してくだ

さい。それと、それはまた履歴事項が出てきてからまた伺います。 

  せんだって、暫定リサイクル施設の是正計画書というのをいただきました。出してくださいと言って、いた

だきました。本当に、是正計画書とはこのようなものなのかというところで東京都に伺いました、建築指導事

務所に。そうしたら、これは委員会で配付されたこの是正計画書は10月31日に応急対応をした後の報告書に資

料としてついていたものだという建築指導所の説明でした。だから、本来の是正計画書というのは、10月10日

付で尾又市長名で建築指導事務所長あてに違反建築物是正計画書として提出されているはずですが、それらに

ついて出してください。（発言する者あり） 

  こういうの何枚かつけて出したでしょう、用途地域のあれも含めて。だからこれ是正計画書じゃないじゃな

いですか、本来の。だって、これだれがどこに出したのかもわからないんだよ、何も書いてないんだから。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 10月10日付で応急対応に係る文書を報告させてもらってございます。その分に

ついては保管してございますので、出せる状況にはございます。（発言する者あり） 

  10月10日につきましては、応急対応についての報告書というふうでございます。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） 違反建築物是正計画書ではないんですか、出してある書類の名前は違うんですか。応急

対応した後の報告書は10月31日付で出してあるということでしたが。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 10月10日付、市長名で多摩建築指導事務所のほうに提出しました書類につきま

しては、タイトルにつきましては違反建築物是正計画書でございます。内容につきましては、応急対応につい

てということで出したものでございまして、是正期日については20年10月31日という記載をしているものでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） その計画書はあるんですね、じゃあ後で出してください。 

  それで、この違反建築物の是正計画書というのは、都が言うには、とにかく10月末までに中期的な対応も具

体的なものを出してほしいと、計画だけでも早く出してほしいというふうに建築指導事務所は言っているわけ

ですけれども、いつごろが目安で出せるのでしょうか、計画書。 

○委員長（関田 貢君） 暫時休憩します。 

午後 ４時 ９分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ４時１０分 開議 
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○委員長（関田 貢君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 先ほど、10月10日に１件出したということを御報告させていただきました。そ

れと、そのほかに10月31日付でやはり市長名をもちまして、建築指導事務所所長あてに暫定リサイクル施設是

正計画書についてということで御報告させていただいております。提出書類につきましては、暫定リサイクル

施設是正計画書ということで、前回の委員会のときに席上配付させていただいた内容のものでございます。中

身につきましては、内容的にはまだ現在検討中でありまして、抜本的計画につきましては、決定次第御報告さ

せていただきますというような内容でございます。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） 建築指導事務所は、21年度末が期限ですよというふうに言っているわけですから、どう

するのかというのを具体的な計画を出さなければいけませんよね。それらについて、どういうふうにされるの

ですかというふうにさっき聞いたつもりです。 

  それから、くださいと言った資料については、きちんとだれが、いつ、どこで出したのか、だれあてに出し

たのかという書類もきちんとつけて出してください。一体、いつ、どこで、だれが出したものかわからないと

いうような状況の資料では困りますので。 

○委員長（関田 貢君） ただいま長瀬委員から資料要求がありました。 

  お諮りいたします。 

  ただいまの資料を本委員会として要求することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

○委員（長瀬りつ君） 具体的な計画というのが、なかなかお答えをいただけないので伺いたいのですが、だか

らといってこのままにしておくわけにはいかないわけですから、違反建築物なんですから、それらについて、

やっぱりきちんとどういうふうにするのかというのは、具体的なものを出してこないとしょうがないですよね。

だからそれを聞きたかったのと、建築指導事務所で実は指摘をされたのが、建設業法では250万円を超える金

額の建築物を請け負う場合には資格が必要だと。確かに、仮設作業所の組み立てという、まるで法の網の目を

くぐるような書き方になっていますけれども、その書き方でシルバー人材には260何万円で契約していますね、

人件費として。それ以外に原材料費を使っているわけですね。当然そういったことをシルバーに責任を求める

わけにはいかないわけですよね。でも、そういう発注をしたほうが法律をわからずにやっていたとしても、道

義的責任はあるでしょうというふうに言っているわけですけれど、12月２日の市長の発言の中に、職員や市長

についての責任については全く言及がなかったわけですよね、法令遵守に努めると言っただけで。その辺につ

いてどう考えているのか伺いたいと思います。 

  指導事務所は、今回のこの建物は建築基準法には仮設建築物という扱いがあります──できるものがありま

すけれども、この違反建築物はこれには当てはまらないと。だから当然基準法の適用は受けますと。ですから、

当然単管パイプを柱になんか使ってはいけないし、普通では全く考えられないケースだというふうに建築指導

事務所のほうは言っていました。そのことも含めて、これらのことについての責任ですね、どのように考えて

いらっしゃるのか、どうやって責任をとるおつもりなのか伺いたいと思います。 

○副市長（小飯塚謙一君） たしか市長のほうからは、長瀬委員がおっしゃるとおり、12月２日の本会議の前、

本問題につきましては建築基準法等の法令の解釈の甘さがあり、本当に申しわけないという形でおわびしたと
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ころでございます。本来的には、私どもが事務の責任ということでございますので、今後このようなことがな

いように、改めてここでおわびするところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） ここでおわびして終わりという話ではないというふうに私は思っております。 

  それから、その責任の問題については、またほかの方々も御意見があろうことでしょうから、また別の機会

にしますけれども、この暫定リサイクル施設の処理能力の計算の方法についてです。剪定枝は、確かにトラッ

クですから移動式だというところですが、どのぐらいの割合で、あそこの施設にいないで外へ出ていって仕事

をしているか聞かせてください。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 実態としましては、移動式ではございますが、暫定リサイクル施設の中で作業

することが多い状況になっております。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） これは多摩環境事務所ですけれども、基本的に剪定枝も入れれば、今日量6.4トンとい

う状態になっていますよね。移動式だというのが、実態がどうなのかというところで、ほとんどあそこに設置

されたような状況で、確かに見てきましたけれども、排気ガスが室内にこもらないように、外に持っていける

ようなダクトもずっと長く設置もされていましたから、常時というのかな、そこで稼働しているのであれば、

移動式かどうかは問わずに能力算定に加えることになるという見解を出していますので、この処理能力につい

て、どういうふうにされるつもりなのか伺いたいと思います。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 御指摘のとおり、現在剪定枝を入れると6.4トンに現実的になってございます。

現在6.4トンなんですけれども、今すぐという話ではなくて恐縮なんですが、日量５トン未満に抑えるような

方向で検討していきたい、そのように考えております。 

  以上でございます。 

○委員（長瀬りつ君） プラスチックが来年からなくなるから、0.4トンはなくなりますよね。それにしても６

トンですよね。処理能力で判定するわけですから、実際に何トン処理しているかが問題ではなくて、そこに置

いてある機械の能力で判定されるわけですよね。ですから、５トンに満たないようにするというのは、どうい

うふうにするんですか、機械を変えるんですか。 

○ごみ減量課長（福島啓二君） 一つの考え方でございますが、考え方としてだけお聞き願えればと思うんです

けれども、現在缶の処理量が日量300キロが二つですので、日量３トンになってございます。実際の収量から

考えますと、それほど処理能力がなくても十分対応できる状況でございますので、その処理量を例えば日量処

理量1.5トンに落とすとか、そのような方策を考えていきたいなと考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員（長瀬りつ君） ただ都としてもこの施設、暫定の施設が先が見えないじゃないですか、不確定な状況だ

から保留扱いをしているんだと、今のところはという見解でした。しかし、公の施設であるということを考え

ると、いつまでもいいかげんでいいよとは言っていられないというふうに東京都は言っていますので、その辺

の対応を目途を決めて、きちんとやっていただけるのでしょうか。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 今回の是正計画も含めまして、私どもも日量５トンの内容につきましては、

やはり暫定という扱いで来ています。そういった内容の中で、先ほどの３市共同の考え方も踏まえまして、今

後これをどうするか、それを当然見据えた中で今の内容的には、もう日量５トンを超えない範囲で私どもはこ
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の処理を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員（長瀬りつ君） 先ほど、大気の測定は１カ所ですけれどもされたということですけれど、瓶を割る音が

非常に大きいという訴えが恐らく来ているだろうというふうには思いますので、騒音の程度をはかるおつもり

はあるのかないのか伺いたいと思います。 

○建設環境部参事（乙幡修爾君） 私は、今の建設環境部参事という内容の中に環境課長事務取扱をさせていた

だいています。当然そういった中では環境課として、この施設の騒音等で御要望があれば我々が出向き、そう

いった調査もやぶさかではございませんということでございます。 

○委員（長瀬りつ君） 騒音の測定をぜひやっていただきたいというふうに思います。 

  それから、先ほどの大気の測定についてですけれど、業者決定の経過がわかるものと、それから測定委託料

の積算の内容がわかるものを資料としていただきたいのですが。 

○委員長（関田 貢君） ただいま新たに長瀬委員から資料要求がありました。 

  お諮りいたします。 

  ただいまの資料を本委員会として要求することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

○委員（長瀬りつ君） さっきの清掃事業協同組合の定款の件ですけれど、それも先ほどの諮った中に入ってい

ましたか、履歴事項全部証明書も入っていますよね──済みません。 

○委員（吉野 孝君） 先日現地での視察を行いました。その中で、確認のとれてない建築物が現在も建ってい

る状態ですよね。そして、消防のほうからも指摘されている部分があったけれども、消火器等を設置する、そ

してそれに耐えられない部分については取り壊したというような状況だったと思うんですが、私は前回の委員

会のときにも、担当者に任せるのではなく、暫定的な措置をいつまで続けるのかと。この問題については他の

委員からも話があったように、これは暫定だという、そういった措置だから認めざるを得ない。そして、さら

に資源を回収するという、そこをとめてはならないということがあるから、関係するところでもそれを認めざ

るを得ないという状況にあるわけです。 

  この点については、いつまでそこのところに甘んじていいのかという点では、私は理事者側から具体的にこ

の暫定的な措置の状態を、いつまで、どうするのか、解消する方法ですよね。期日はちゃんと明確にすべきだ

というふうには思うんです。これについて、その後理事者側のほうでは具体的に検討はされたんでしょうか。 

○副市長（小飯塚謙一君） 市としましては、ごみの問題は循環型のごみをどのようにしていくのかというよう

な大きな問題でございます。そして、今現在東大和市のごみの対応につきましては、暫定リサイクルのところ

で資源物をやっているところでございます。これは、今現在３市共同の施設の検討をしている最中でございま

すので、それが終わった段階では、当然それをどういうふうにするかという形を明らかにしていかなくちゃな

らないと思っています。そういう中で、今すぐに結論はなかなか出ないところでございますので、それが出た

段階では速やかに対応したいというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（吉野 孝君） 前回と同じ答弁ですよね。だから、具体的な期日というのが設けられないということで

すよね。だから例えば21年度までにそれを終わらせるのかどうか。そこを言わないわけですよね、具体的には。
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そういうふうにしてやはり暫定の状態を、これ以上またさらに１年以上延ばしているのかどうかということな

んですね。やはり届け出がされてない、確認のとれてない建物がそこにあること自体は、あそこで使っている

人たち、実際に作業している人たちにとっても、鉄骨が見えている状態だとかというのは、私は決していいと

は思っていません。安全上にも問題があると思っています。その点では、早急に対応しなければ働く環境につ

いても、またさらには周りが囲いがされてないわけですから、どういったものがどういうふうに飛んでいくの

かということもあるわけですから、当然早急に暫定をなくして、きちんとした計画を持って、いついつまでに

行うんだというものをちゃんと明確にすべきだと思うんですよ。それは、前回の委員会のときでも副市長は同

じことを答弁しています。これは、いつまでもその状態を続けるんですか。 

○副市長（小飯塚謙一君） 前回と同じような御質問ですので、同じような答弁になりますが、この件につきま

しては、早急に３市共同の施設が解決した段階には、それを速やかに考えていきたいというふうに思っていま

す。 

○委員長（関田 貢君） お諮りいたします。 

  本日の所管事務調査はこの程度にとどめたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（関田 貢君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（関田 貢君） これをもって、平成20年第７回東大和市議会建設環境委員会を散会いたします。 

午後 ４時２９分 散会 

 

 


